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欧米諸国の雇用戦略が示唆するもの 
ＯＥＣＤとＥＵの雇用戦略 
フランスにおける雇用政策の転換 
イギリスの雇用政策－失業者対策を中心に 
欧米における雇用政策の評価 
〈座談会〉 

若年・長期失業の背景とは 
　　―ハローワーク窓口から見る問題の本質 



連合総合生活開発研究所・副所長　鈴木不二一 

いま、なぜ「雇用戦略」か？（労働組合の視点から） 

 連合は、働くということを機軸

に社会連帯のシステムとしての福

祉のあり方を構想する考え方を運

動理念の柱にすえ、めざすべき社

会像としての「労働を中心とする

福祉型社会」を提起してきた。そ

れは、「働くということに最も重

要な価値をおき、すべての人に働

く機会と公正な労働条件を保障し、

安心して自己実現に挑戦できるセ

ーフティーネットがはめこまれた

社会」である。 

　ところで、このような福祉型社

会実現を展望するためには、いま

われわれが直面している雇用危機

を一刻も早く乗り越えることが不

可欠の前提となる。そこで、連合

総研は2001年に『雇用戦略：

活力ある安心社会構築の条件』と

題する報告書をまとめた。そのポ

イントを簡単に紹介したい。 

　まず、なぜ「雇用戦略」なのか。

それは、今日の雇用危機から脱却

するための政策は、狭義の「雇用

対策」の枠内にとどまることはで

きないと認識したからである。い

ま求められているのは、暮らしや

働き方全般に関わる産業・教育・

福祉などの雇用に関わるさまざま

な経済社会政策全体をひとつの政

策複合体としてとらえ、それらを

「雇用」という観点から総合する

戦略であると考えた。それがここ

でいう「雇用戦略」である。 

　次に、雇用戦略の基本となる理

念は「働く意思と能力」を持つす

べての人に雇用機会を保障すると

いう意味での「完全雇用」である

とした。「完全雇用」は、個人の

立場からみて、働く意思にもとづ

き、能力を発揮する場が保障され

ることによって、生活の安心・安

定がえられると同時に、仕事を通

じた自己実現によって社会参加が

保障されることであり、他方、社

会の立場からみた時、経済的効率

の達成と、社会的安定を確保する

ための不可欠の前提条件であると

同時に福祉の持続可能性を担保す

るものでもある。 

　さらに、このような理念を実現

するための戦略的目標として、報

告書では、次の4つの柱を提起し

ている。 

　第１には、人に投資すること。

近年の技術進歩と産業変動の速さ

を反映して、経済成長に対する人

的資本の寄与率は格段に高まって

おり、「人に投資する」ことは、

経済活性化の不可欠の要件である。

それは、同時に、職業安定の基礎

でもある。 

　第２に、雇用の柔軟性と安定性

を両立させること。ここでは、日

本的雇用システムの特徴である「長

期安定雇用慣行」の持つ柔軟性と

安定性に着目しつつ、その企業内

閉鎖性、風通しの悪さを改革し、

「転職しても不利にならないシス

テム作り」など、開かれた社会的

システムに向けていくかを、改革

課題として提起している。 

　第３には、雇用における機会均

等待遇により「誰も排除されない

社会」を構築すること。具体的に

は、年齢差別の解消と「エイジレ

ス社会」の実現、非正規雇用の処

遇改善、男女共同参画社会のため

のファミリー・フレンドリーな職

場の実現、障害者の自立援助と雇

用環境の整備などの課題があげら

れる。 

　第４には、生涯生活時間の配分

を自ら決定することの出来る条件

を拡大すること。働いている時間

を生涯生活時間全体の中に位置付

け、生涯生活時間の配分を見直し、

働くこと、学ぶこと、余暇・社会

活動、のバランスのとれた社会の

実現を展望することの重要性を指

摘した。 

　以上の基本理念と４つの柱で構

成される、働く者の立場からみた

「雇用戦略」は、個人の一生の中

での「働く時間」を豊かにし、そ

のことを通じて社会連帯にもとづ

く「よりよい社会」の基盤形成を

めざすものである。そこで想定さ

れている個人は、市場の中で原子

のように孤立して存在するもので

はない。自己の一生を充実して送

りたいと願うと同時に、仕事を通

じた連帯にもとづいて社会に貢献

することを願う個人である。そう

した個人を支援するための自助・

共助・公助のネットワーク形成こ

そが「雇用戦略」の内実をなすと

いえるだろう。 
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2欧州諸国の 
　　　雇用戦略 
―わが国の政策に示唆するもの― 

欧州諸国の 
　　　雇用戦略 
―わが国の政策に示唆するもの― 

EU（欧州連合）とOECD（経済協力開発機構）は、雇用情勢の悪化を受け、１９９０年代に雇

用戦略を提起し、雇用失業問題への総合的な分析とそれに基づいた政策の方向性を打ち出した。

とくに両戦略が重視してきた若年失業と長期失業の問題はわが国でも顕在化してきており、雇用

戦略を踏まえた先進諸国の政策の変遷や、それに対する政策評価から学ぶことは多い。雇用戦略

や各国の雇用政策を明らかにすることにより、実践的な政策論展開の道を探る。 
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１
．Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
雇
用
戦
略
の
登
場 

 

　
二
〇
世
紀
後
半
以
降
、
先
進
諸
国
で
は
深

刻
化
す
る
雇
用
・
失
業
問
題
に
い
か
に
対
応

し
て
い
く
か
が
、
雇
用
政
策
の
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ビ
エ

ト
連
邦
が
崩
壊
し
、
社
会
主
義
諸
国
が
次
々

と
市
場
経
済
化
し
た
た
め
、
失
業
問
題
に
関

し
て
も
、
資
本
主
義
対
社
会
主
義
と
い
っ
た

体
制
の
問
題
か
ら
、
資
本
主
義
下
に
お
け
る

市
場
経
済
の
タ
イ
プ
が
問
題
と
な
っ
た
。
ミ

シ
ェ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
が
『
資
本
主
義
対
資

本
主
義
』
の
中
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
資
本

主
義
も
米
英
に
代
表
さ
れ
る
市
場
原
理
重
視

の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
型
と
、
独
仏
に
代
表

さ
れ
る
社
会
保
障
を
重
視
し
た
ラ
イ
ン
型
に

大
別
さ
れ
、
か
な
り
異
な
っ
た
タ
イ
プ
の
資

本
主
義
が
併
存
し
て
い
る
。 

　
市
場
原
理
重
視
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
型

の
代
表
で
あ
る
米
国
は
、
一
九
九
〇
年
代
に

Ｉ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
を
原
動
力
と
し
た

経
済
成
長
を
い
ち
早
く
実
現
し
、
失
業
率
の

急
速
な
低
下
を
達
成
し
た
。
好
況
と
不
況
を

繰
り
返
す
資
本
主
義
の
景
気
循
環
す
ら
克
服

し
た
と
す
る
ニ
ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
主
張
も

出
現
し
、
市
場
原
理
重
視
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク

ソ
ン
型
資
本
主
義
は
、
順
風
満
帆
と
い
っ
た

様
相
を
呈
し
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開

発
機
構
）
雇
用
戦
略
に
は
こ
う
し
た
時
代
的

背
景
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

一
九
九
二
年
五
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
閣
僚
理
事
会
は
、
深
刻
化
す
る
雇
用
・
失

業
問
題
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
を
行
う
こ

と
を
要
請
し
、
二
年
余
り
の
調
査
研
究
を
経

て
、
一
九
九
四
年
に
一
冊
の
報
告
書
が
ま
と

め
ら
れ
た
。The O

E
C
D
 Jobs Study : 

Facts, Analysis, Strategies, 1994

が
そ
れ

で
あ
り
、
高
水
準
の
失
業
に
直
面
す
る
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
諸
国
の
経
済
構
造
を
詳
細
に
分
析
し
、

雇
用
創
出
の
た
め
の
戦
略
的
政
策
を
提
言
し

た
。
こ
の
報
告
書
を
契
機
と
し
て
、
雇
用
創

出
に
よ
る
失
業
率
の
低
下
を
目
的
と
し
た
政

策
論
の
報
告
書
が
相
次
ぎ
、
一
九
九
七
年
に

は
国
別
の
政
策
評
価
を
行
っ
た
報
告
書
も
刊

行
さ
れ
た
。 

　
先
進
諸
国
の
雇
用
政
策
に
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
雇
用
戦
略
は
、
明

ら
か
に
経
済
シ
ス
テ
ム
の
効
率
性
と
整
合
性

の
と
れ
た
雇
用
政
策
を
目
指
し
て
お
り
、
様
々

な
規
制
を
緩
和
・
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
貫
徹
さ
せ
る
と
い
う
政

策
理
念
が
基
盤
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と

は
、
重
点
的
雇
用
戦
略
分
野
と
し
て
提
示
さ

れ
た
内
容
が
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
効
率
的

に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
改
革
を
提
起
し
て
い

る
こ
と
に
、
端
的
に
現
れ
て
い
る
。 

　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
一
連
の
調
査
研
究
が
扱
っ
て

い
る
領
域
は
、
雇
用
創
出
に
関
連
し
た
マ
ク

ロ
経
済
政
策
、
創
業
や
規
制
緩
和
に
代
表
さ

れ
る
構
造
政
策
、
労
働
市
場
政
策
で
あ
り
、

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
分
析
し
て
戦
略
的
政
策

提
言
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

雇
用
戦
略
の
研
究
と
は
、
税
制
、
財
政
や
経

済
的
規
制
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
経
済
政
策
や
社

会
保
障
政
策
と
労
働
政
策
と
の
関
連
性
を
総

合
的
に
分
析
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
具

体
的
な
政
策
提
言
を
行
っ
て
い
く
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 

   

２
．Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
の
展
開 

  　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
雇
用
戦
略
に
対
応
し
て
打
ち
出

さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
は
、
激
し
い
競
争
原

理
の
下
で
は
弱
者
が
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る

危
険
性
が
高
い
こ
と
を
考
慮
し
、
排
除
で
は

な
く
仕
事
を
通
じ
て
国
民
全
体
を
社
会
的
に

統
合
す
る
連
帯
の
道
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
七
年
の
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
雇
用
サ
ミ

ッ
ト
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
の
中
核
と

な
る
「
四
つ
の
柱
」
が
示
さ
れ
、
そ
れ
以
降

の
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
明
記
さ
れ
た
。
「
四

つ
の
柱
」
と
は
、
①
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ

ィ
②
起
業
家
精
神
③
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
④

機
会
均
等
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
〇
年
の
リ
ス
ボ
ン
欧
州

理
事
会
で
は
、
「
フ
ル
就
業
」
と
い
う
目
標

が
設
定
さ
れ
た
。
フ
ル
就
業
と
い
う
考
え
方

は
、
「
完
全
雇
用
」
と
は
考
え
方
が
異
な
る
。

完
全
雇
用
の
達
成
に
は
失
業
率
を
下
げ
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
雇
用

者
を
増
や
す
こ
と
以
外
に
失
業
者
を
非
労
働

力
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
失
業
率
を

引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｅ
Ｕ
主
要
国

が
行
っ
て
き
た
高
齢
者
の
引
退
を
促
進
さ
せ

る
労
働
供
給
制
限
政
策
は
、
こ
の
延
長
線
上

に
あ
る
政
策
で
あ
る
。 
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日本も若年失業が雇用政策上、重要なウエイトを占めている 

特集―欧州諸国の雇用戦略 

　
こ
れ
に
対
し
て
フ
ル
就
業
は
、
高
齢
者
や

女
性
、
社
会
的
弱
者
な
ど
非
労
働
力
化
し
て

い
る
人
々
を
、
広
く
仕
事
の
機
会
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
労
働
市
場
に
参
入
で
き
る
よ

う
に
し
、
仕
事
を
通
じ
て
社
会
的
統
合
を
進

め
て
い
く
と
い
う
政
策
理
念
で
あ
る
。 

　
Ｅ
Ｕ
諸
国
が
こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た
手

厚
い
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
、
労
働
者
保
護

な
ど
の
政
策
が
、
雇
用
と
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の

関
係
に
あ
る
と
い
う
現
状
認
識
は
同
じ
で
も
、

そ
の
対
応
策
と
し
て
提
示
さ
れ
た
雇
用
戦
略

の
内
容
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
で
は
か
な
り

違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
雇
用
戦

略
の
違
い
は
、
経
済
成
長
を
達
成
す
る
た
め

に
市
場
原
理
が
機
能
し
や
す
い
よ
う
な
社
会

を
目
指
す
か
、
弱
者
を
排
除
す
る
こ
と
な
く

仕
事
を
通
じ
た
社
会
的
連
帯
を
重
視
す
る
か
、

と
い
っ
た
社
会
的
基
本
理
念
が
異
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。 

　
と
こ
ろ
で
、
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

雇
用
戦
略
と
異
な
り
、
雇
用
戦
略
を
単
な
る

報
告
書
や
提
言
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
政
策

的
実
効
性
を
備
え
た
枠
組
み
を
構
築
し
た
の

で
あ
る
。
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
共
通
し
た
政
策
の
方
向
性
を

示
し
、
加
盟
各
国
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ

い
て
具
体
的
な
行
動
計
画
を
作
成
し
、
一
定

期
間
が
経
た
後
そ
の
政
策
評
価
を
行
う
と
い

う
枠
組
み
で
あ
る
。
雇
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は

罰
則
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
基
づ
い
た
政
策
を
具
体
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
制
力
を
持
っ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
加
盟
各

国
間
で
政
策
評
価
に
つ
い
て
相
互
に
監
視
し

な
が
ら
圧
力
を
か
け
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
無
視
す
る
よ
う
な
政
策
を
実
行
す
る
こ

と
は
、
非
常
に
難
し
い
と
い
う
状
況
を
作
り

出
し
て
い
る
。
実
際
、
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
に
基

づ
い
た
政
策
転
換
が
一
九
九
〇
年
代
後
半
か

ら
実
践
さ
れ
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
い
っ

た
中
心
的
諸
国
で
、
社
会
保
障
・
福
祉
的
な

雇
用
政
策
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
、
再
就
職
を

促
進
す
る
政
策
へ
と
転
換
し
て
き
て
い
る
。 

   

３
．日
本
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

   

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略
が
提
示
し

た
内
容
と
日
本
の
雇
用
政
策
を
す
り
合
わ
せ

る
と
、
日
本
が
先
行
し
て
い
た
対
策
と
し
て

は
、
高
齢
者
対
策
と
雇
用
保
険
制
度
が
あ
る
。

日
本
は
早
く
か
ら
Ｅ
Ｕ
諸
国
が
進
め
た
高
齢

者
の
早
期
引
退
政
策
と
は
逆
の
就
業
促
進
策

を
実
施
し
て
き
て
お
り
、
就
業
意
欲
が
高
い

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
国
民
性
も
幸
い
し
て
、

六
〇
歳
代
前
半
層
の
労
働
力
率
は
、
男
性
を

中
心
と
し
て
国
際
的
に
か
な
り
高
い
も
の
と

な
っ
て
い
る
。 

 

雇
用
保
険
制
度
に
お
い
て
も
、
手
厚
い
失

業
給
付
が
失
業
の
長
期
化
を
助
長
す
る
と
い

っ
た
傾
向
は
、
こ
れ
ま
で
軽
微
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
最
近
に
お
い
て
も
、
早
期
再
就
職

の
促
進
、
多
様
な
働
き
方
へ
の
対
応
、
再
就

職
の
困
難
な
状
況
に
対
応
し
た
給
付
の
重
点

化
を
目
的
と
し
た
雇
用
保
険
法
の
改
正
を
実

施
し
て
お
り
、
よ
り
早
期
再
就
職
の
た
め
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
強
め
て
い
る
。 

 

他
方
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
経
験
を
踏
ま
え
れ
ば

、

日
本
に
お
い
て
も
若
年
失
業
と
長
期
失
業
の

問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
を
は
じ
め
と
し
た
就
職
支
援
策
を
強
化

し
、
失
業
者
個
々
に
適
し
た
個
別
行
動
計
画

を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
具
体
的
な
職

業
相
談
や
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
る
と
言
う
、

徹
底
し
た
個
別
対
応
方
式
を
強
化
・
拡
充
す

る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
短
期
間
で
の
再

就
職
が
難
し
い
失
業
者
に
対
し
て
は
、
多
段

階
で
徹
底
し
た
職
業
訓
練
を
行
う
と
い
う
政

策
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
・
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
が
政

策
効
果
に
つ
い
て
消
極
的
な
評
価
を
し
て
い

た
助
成
金
関
連
の
対
策
は
、
こ
れ
ま
で
多
様

な
対
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
が
、
政
策
効

果
が
認
め
ら
れ
る
対
策
が
あ
る
一
方
で
、
利

用
実
績
が
上
が
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
政
策

効
果
に
つ
い
て
の
評
価
を
厳
正
に
行
い
、
現

在
進
め
ら
れ
て
い
る
助
成
金
の
整
理
統
合
等

の
見
直
し
を
、
着
実
に
実
施
す
る
必
要
が
あ

る
。 

　
教
育
訓
練
に
関
し
て
も
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
解

消
に
は
不
可
欠
な
政
策
手
段
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
政
策
評
価
手
法
を
早
期
に
確
立
し
、
講

座
単
位
で
就
職
率
等
の
情
報
を
公
表
す
る
と

い
っ
た
対
策
が
求
め
ら
れ
る
。
企
業
主
導
で

あ
っ
た
教
育
訓
練
も
、
教
育
訓
練
給
付
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
個
人
単
位
に
移
行
し
つ
つ
あ

る
現
状
を
考
慮
す
れ
ば
、
対
費
用
効
果
と
い

っ
た
観
点
か
ら
も
正
確
か
つ
客
観
的
な
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
モ
デ
ル
分
析
に
よ
る
政
策
評

価
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
可
能
と
す
る
デ
ー

タ
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
都
度
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
っ
て
実
態
を
把
握
す
る
と

い
う
従
来
の
方
法
は
、
コ
ス
ト
と
時
間
が
か

か
る
割
に
は
正
確
な
分
析
が
で
き
な
い
と
言

う
欠
陥
を
持
っ
て
い
る
。
モ
デ
ル
分
析
を
行

う
た
め
に
は
、
正
確
な
個
人
別
の
パ
ネ
ル
デ

ー
タ
が
不
可
欠
で
あ
る
。
求
職
者
の
デ
ー
タ

を
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
ー
化
す
れ
ば
、
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
に
頼
ら
ず
に
個
人
別
の
求
職
活
動

歴
、
職
業
変
動
な
ど
を
分
析
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
政
策
評
価
を
よ
り
客
観
的
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
。 

 

持
続
的
な
経
済
成
長
が
困
難
に
な
っ
て
き

て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
は
、
経
済
政
策
と

連
携
し
た
雇
用
政
策
の
役
割
が
よ
り
重
要
性

を
増
し
て
き
て
い
る
。
多
角
的
な
政
策
の
立

案
・
実
施
と
そ
の
政
策
評
価
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

  

伊
藤
　
実
（
い
と
う
　
み
の
る
） 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
統
括
研
究
員

。

商
学
博
士
。
主
な
著
書
・
論
文
に
、「
先
進
諸

国
の
雇
用
戦
略
に
関
す
る
研
究
」（
当
機
構
労

働
政
策
研
究
報
告
書
Ｎ
ｏ
．
３
）、「
失
業
構

造
の
研
究
」（
日
本
労
働
研
究
機
構
調
査
研
究

報
告
書
Ｎ
ｏ
．
１
４
２
）
な
ど
多
数
。
人
事

管
理
論
・
産
業
経
営
論
専
攻
。 
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特集―欧州諸国の雇用戦略 

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
主
任
研
究
員
　
小
倉
　
一
哉 

  

１
．Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
雇
用
戦
略 

　
　
（
一
九
九
二
〜
九
九
年
） 

 

　
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
低
調
な
経
済
成
長

に
よ
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
多
く
の

先
進
国
経
済
は
行
き
詰
ま
り
、
失
業
者
が
急

増
し
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機
構
）

加
盟
国
の
失
業
者
数
は
、
一
九
七
〇
年
代
の

約
一
〇
〇
〇
万
人
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
入

っ
て
約
三
五
〇
〇
万
人
へ
と
増
加
し
た
。 

 

労
働
市
場
の
状
況
は
、
国
や
地
域
に
よ
っ

て
相
違
の
あ
る
展
開
を
見
せ
る
も
の
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
は
比
較
的
景
気
循
環
に
応
じ

た
失
業
の
増
減
が
見
ら
れ
る
が
、
欧
州
諸
国

で
は
法
律
や
制
度
に
よ
る
賃
金
や
雇
用
慣
行

の
硬
直
性
が
強
く
、
結
果
的
に
長
期
失
業
者

や
若
年
失
業
者
の
増
加
へ
と
繋
が
っ
て
き
た
。 

　
こ
う
し
た
中
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
一
九
九
二
年

の
閣
僚
理
事
会
に
お
い
て
、
雇
用
失
業
問
題

を
根
本
的
に
調
査
研
究
し
、
労
働
市
場
に
お

け
る
諸
問
題
の
実
態
把
握
と
、
そ
の
処
方
箋

を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
当
初
は
、O

EC
D
 

Jobs Study

（
雇
用
研
究
）
と
い
う
名
の
ご

と
く
、
先
進
国
経
済
に
お
け
る
、
労
働
市
場

の
様
々
な
問
題
を
調
査
研
究
す
る
と
い
う
題

目
で
始
め
ら
れ
た
が
、
一
九
九
四
年
に
出
さ

れ
た
初
め
の
報
告
書
の
提
言
と
し
て
、Jobs 

Strategy

（
雇
用
戦
略
）
と
い
う
言
葉
が
登

場
し
、
以
降
、
「
雇
用
戦
略
」
と
い
う
言
葉

が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。 

　
「
雇
用
戦
略
」
と
い
う
概
念
は
、
「
雇
用

研
究
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
様
々
な

実
態
を
前
提
と
し
た
上
で
、
い
か
な
る
政
策

が
必
要
と
な
る
か
を
、
す
で
に
長
年
に
わ
た

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開
始
時
点
か
ら
意
図
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
事
実
、
一
九

九
四
年
以
降
は
、
雇
用
戦
略
を
個
別
の
テ
ー

マ
に
区
分
し
、
各
テ
ー
マ
に
関
す
る
詳
細
な

研
究
と
、
さ
ら
に
国
別
の
実
施
状
況
を
調
べ

た
国
別
審
査
を
実
施
し
て
い
る
。
国
別
審
査

は
、
一
九
九
四
年
か
ら
一
九
九
七
年
ま
で
に

加
盟
国
を
一
巡
し
、
そ
の
結
果
が
一
九
九
七

年
の
閣
僚
理
事
会
で
報
告
さ
れ
た
。
テ
ー
マ

別
研
究
は
、
一
九
九
九
年
ま
で
に
ほ
ぼ
完
了

し
、
ま
た
、
国
別
審
査
も
そ
の
後
再
度
行
わ

れ
、
一
九
九
七
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
二

巡
目
の
審
査
が
実
施
さ
れ
た
。 

　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
雇
用
戦
略
は
、
一
九
九
〇
年

代
初
頭
と
い
う
時
代
を
反
映
し
て
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
、
市
場
競
争
、
構
造
改
革
と
い
っ
た

新
古
典
派
的
な
色
彩
を
強
く
出
し
て
い
た
。

具
体
的
な
項
目
と
し
て
は
、
①
適
切
な
マ
ク

ロ
経
済
政
策
の
策
定
、
②
技
術
的
ノ
ウ
ハ
ウ

の
創
造
と
普
及
の
促
進
、
③
労
働
時
間
の
柔

軟
性
拡
大
、
④
起
業
家
精
神
の
発
揮
で
き
る

環
境
の
醸
成
、
⑤
賃
金
と
労
働
コ
ス
ト
の
弾

力
化
、
⑥
雇
用
保
障
規
定
の
改
正
、
⑦
積
極

的
労
働
市
場
政
策
、
⑧
労
働
者
の
技
能
と
能

力
の
向
上
、
⑨
失
業
保
険
給
付
及
び
関
連
給

付
制
度
の
改
革
、
⑩
製
品
市
場
の
競
争
の
向

上
が
掲
げ
ら
れ
た
。 

   

２
．Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略 

　
　
（
一
九
九
七
〜
二
〇
〇
二
年
） 

  　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
重
視
し
た
市
場
効
率
や
構
造

改
革
の
路
線
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の

上
に
社
会
的
統
合
を
重
視
し
た
Ｅ
Ｕ
の
雇
用

戦
略
は
、
一
九
九
七
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
欧
州
に
お
け
る
福
祉
国
家
モ
デ
ル

の
大
き
な
転
換
で
も
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略

の
基
本
理
念
は
「
社
会
的
統
合
」、
つ
ま
り
、

仕
事
を
通
じ
て
す
べ
て
の
人
が
社
会
に
統
合

さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
欧
州
諸
国

で
は
、
手
厚
い
社
会
保
障
・
社
会
福
祉
が
か

え
っ
て
保
護
さ
れ
る
人
々
の
就
労
意
欲
を
削

い
で
い
る
と
の
指
摘
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
不
況
や
国
際
競
争
力

の
低
下
、
国
家
財
政
の
悪
化
な
ど
、
雇
用
問

題
に
限
ら
ず
、
経
済
社
会
全
体
が
沈
滞
す
る

と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た

め
に
、
福
祉
国
家
の
理
念
を
大
幅
に
修
正
し
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
強
調
し
た
市
場
原
理
に
基
づ
く

構
造
改
革
路
線
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
一
歩

進
ん
で
、
す
べ
て
の
人
の
社
会
的
統
合
に
よ

る
経
済
社
会
の
安
定
と
発
展
を
目
指
し
た
の

で
あ
る
。 

 

Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は

、

数
値
目
標
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
完
全
雇
用
」
（
雇
用
労
働
者
に
限

定
さ
れ
る
）
で
は
な
く
、
「
フ
ル
就
業
」
（
雇

用
だ
け
で
な
く
自
営
な
ど
の
様
々
な
就
労
形

態
を
す
べ
て
含
む
）
を
前
提
と
し
、
そ
の
た

め
に
「
就
業
率
」
に
関
す
る
時
期
と
達
成
率

と
い
う
数
値
目
標
を
掲
げ
た
。
全
体
の
就
業

率
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
二
年
ま
で
に
六
一

％
と
す
る
中
間
目
標
を
定
め
、
さ
ら
に
二
〇

一
〇
年
に
は
七
〇
％
と
す
る
と
い
う
長
期
目

標
も
設
定
さ
れ
た
。 

 

Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
は
、
大
き
く
四
つ
の
項
目

か
ら
な
っ
て
い
る
。
①
「
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ

リ
テ
ィ
」
と
は
、
若
年
失
業
者
、
長
期
失
業

者
な
ど
就
労
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
々
の
た

め
の
雇
用
・
教
育
・
福
祉
政
策
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
の
点
は
、
企
業
に
リ
ス
ト
ラ
さ
れ

な
い
た
め
に
「
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
」

を
高
め
な
い
と
な
ら
な
い
と
い
う
、
現
在
の

日
本
の
議
論
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
の
「
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ

ィ
」
は
、
ま
ず
何
ら
か
の
仕
事
に
就
く
た
め

の
能
力
・
ス
キ
ル
の
獲
得
・
向
上
な
り
、
そ

の
た
め
の
政
策
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
「
起
業
家
精
神
」
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
ビ

ジ
ネ
ス
な
ど
に
典
型
的
な
新
規
事
業
や
中
小

企
業
の
育
成
環
境
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
異
な
る
点
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
起

業
の
た
め
の
障
害
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
な

の
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
は
、
具
体
的
な
雇
用
創
出

が
期
待
さ
れ
る
分
野
を
明
示
し
た
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
情
報
通
信
、
サ
ー
ビ
ス
、

環
境
と
い
っ
た
産
業
分
野
を
挙
げ
、
さ
ら
に

Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
非
営
利
法
人
）
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政

府
組
織
）
の
よ
う
な
、
民
間
で
も
公
共
部
門 



6

Business Labor Trend  2004.5

特集―欧州諸国の雇用戦略 

で
も
な
い
「
社
会
的
経
済
」
（
「
第
三
の
シ

ス
テ
ム
」
）
と
い
う
分
野
に
お
け
る
雇
用
創

出
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
③
「
ア
ダ

プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
英
語
で
言
う
と

Flexibility
とSecurity

を
合
わ
せ
た
概
念
だ

と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
か
つ
てFlexicurity

と

も
言
わ
れ
た
が
、
現
在
で
は
「
ア
ダ
プ
ダ
ビ

リ
テ
ィ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一

方
で
大
陸
欧
州
諸
国
に
典
型
的
で
あ
っ
た
、

厳
格
な
解
雇
規
制
、
賃
金
や
労
働
時
間
制
度

の
硬
直
性
が
強
か
っ
た
労
働
市
場
に
弾
力
性

を
持
た
せ
、
他
方
で
は
労
働
市
場
の
柔
軟
化

の
悪
影
響
を
最
大
限
抑
制
す
る
た
め
の
セ
イ

フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
の
創
設
や
教
育
訓
練
制
度

の
充
実
を
意
味
し
て
い
る
。
④
「
機
会
均
等
」

は
、
男
女
（
性
別
）
だ
け
で
な
く
、
年
齢
、

人
種
な
ど
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
の
雇
用
に
お
け

る
均
等
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
経
済

社
会
の
安
定
と
発
展
の
た
め
に
「
社
会
的
統

合
」
を
大
前
提
に
置
い
た
Ｅ
Ｕ
雇
用
戦
略
の

大
き
な
特
徴
で
も
あ
る
。 

   

３
．「
雇
用
戦
略
」
に
お
け
る 

　
　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
の
異
同 

   

前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
で

は
そ
の
時
代
背
景
に
相
違
が
あ
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
が
雇
用
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た

当
初
は
、
多
く
の
国
が
効
率
や
構
造
改
革
を

重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
済
環
境
に
あ

っ
た
（
日
本
は
ま
だ
問
題
が
そ
れ
ほ
ど
大
き

く
な
か
っ
た
）。
し
か
し
、
そ
の
後
に
出
て
き

た
Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略
で
は
、
効
率
一
辺
倒
で

は
な
く
、
社
会
的
統
合
と
の
両
輪
で
経
済
社

会
の
安
定
と
発
展
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
そ
の
よ
う
な
環
境
の
変
化
は
、
現
在
の
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、
近
年
の

E
m
ploym

ent O
utlook

な
ど
で
は
、
Ｅ
Ｕ

の
雇
用
戦
略
に
か
な
り
似
た
ト
ー
ン
に
な
っ

て
き
て
い
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
相
違
は
あ
る
が
、

当
初
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
の
雇
用
戦
略
の
相

違
を
あ
え
て
述
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
点

が
指
摘
で
き
る
。 

　
第
一
に
、
目
標
設
定
の
問
題
が
あ
る
。
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
具
体
的
な
目
標
を
示
し
た
の
で
は

な
く
、
加
盟
国
の
諸
事
情
の
分
析
が
中
心
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
は
就
業
率
・
達

成
時
期
な
ど
に
つ
い
て
、
し
か
も
項
目
ご
と

に
数
値
目
標
を
定
め
て
い
る
。 

　
第
二
に
、
加
盟
国
の
問
題
も
指
摘
で
き
る
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
加
盟
国
が
多
く
地
域
的
に
も
分

散
し
て
お
り
、
そ
の
時
々
に
主
導
権
を
掌
握

す
る
国
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、

Ｅ
Ｕ
は
基
本
的
に
中
道
左
派
（
労
働
者
政
党

等
）
の
影
響
が
強
い
国
が
多
く
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

よ
り
も
加
盟
国
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら

れ
や
す
く
、
ま
た
Ｅ
Ｃ
（
欧
州
委
員
会
）
指

令
の
よ
う
に
機
能
的
に
も
強
い
影
響
力
を
持

っ
て
い
る
。 

　
第
三
に
、
具
体
的
な
戦
略
項
目
で
も
相
違

が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
失
業
対
策
で
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
加
盟
国
の
失
業
給
付
制
度
等
の

現
状
を
分
析
し
て
、
失
業
給
付
額
の
削
減
と

給
付
期
間
の
短
縮
に
失
業
減
少
の
効
果
が
あ

る
こ
と
を
強
調
し
た
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
は
、

失
業
給
付
の
単
な
る
減
額
だ
け
で
は
な
く
、

労
働
を
稼
得
可
能
な
も
の
に
す
る
（M

aki-
ng W

ork Pay

）
た
め
、
若
年
失
業
者
が
六

カ
月
以
内
、
成
人
失
業
者
は
一
二
カ
月
以
内

に
職
業
訓
練
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
て

再
就
職
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
具
体
的
な
目

標
を
定
め
た
。 

 

ま
た
、
教
育
・
職
業
訓
練
制
度
に
つ
い
て

は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
総
論
的
に
学
校
か
ら
職
業

へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
企
業
内
教
育
の

重
要
性
、
さ
ら
に
教
育
内
容
の
充
実
化
、
職

業
能
力
に
関
す
る
評
価
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な

ど
多
面
的
な
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
の
に
対

し
、
Ｅ
Ｕ
は
失
業
者
に
提
供
さ
れ
る
教
育
・

訓
練
措
置
が
段
階
的
に
二
〇
％
と
な
る
よ
う

に
と
い
う
数
値
目
標
を
掲
げ
て
い
る
。
企
業

の
人
事
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
団
体
交
渉
に
よ
る
賃
金
や
労
働

時
間
決
定
の
硬
直
性
を
問
題
視
し
て
い
る
の

に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
よ
り
も
問
題
を

広
範
に
捉
え
、
「
雇
用
の
安
定
性
」
と
一
体

と
な
っ
た
「
労
働
組
織
の
柔
軟
性
」
、
す
な

わ
ち
「
ア
ダ
プ
タ
ビ
リ
テ
ィ
」
が
重
要
で
あ

る
と
説
く
。 

 

さ
ら
に
労
働
法
・
社
会
保
障
法
制
、
税
制

に
関
し
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
高
齢
化
に
伴
う

年
金
制
度
改
革
、
所
得
税
課
税
対
象
枠
の
拡

大
、
低
所
得
層
の
失
業
給
付
抑
制
、
経
済
的

理
由
に
よ
る
解
雇
規
制
の
柔
軟
化
等
を
指
摘

し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｕ
は
年
金
財
政
の

悪
化
に
つ
い
て
は
制
度
の
改
革
よ
り
も
高
齢

者
の
就
業
率
の
引
き
上
げ
を
重
視
し
、
雇
用

保
障
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
解
雇
規
制
の
緩

和
で
は
な
く
、
労
使
自
治
で
変
化
に
対
応
す

る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。 

  
４
．お
わ
り
に 

   
「
雇
用
戦
略
」
と
い
う
言
葉
は
、
我
が
国

で
は
ま
だ
普
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
で
も
Ｅ
Ｕ
で
も
、
「
雇
用
戦
略
」
は

い
か
に
し
て
仕
事
・
就
労
を
増
や
す
か
、
ま

た
仕
事
や
就
労
を
通
じ
た
経
済
社
会
全
体
の

安
定
と
発
展
の
た
め
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
企
業
に
雇
わ
れ
る
と
い

う
狭
義
の
「
雇
用
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

様
々
な
制
度
・
政
策
・
慣
行
を
包
含
し
た
非

常
に
幅
広
い
捉
え
方
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
、
我
が
国
も
見
習
う
点
が
多
い
。 

 

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も

、

当
初
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
主
張
に
沿
っ
た
改
革
を

実
現
し
た
国
々
（
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
）
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
効
率
」
だ
け
で
は
な
く
「
公
正
」

や
「
平
等
」
、
社
会
的
統
合
を
目
指
す
Ｅ
Ｕ

の
方
向
性
も
、
今
後
の
世
界
経
済
及
び
労
働

市
場
に
対
し
て
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
の

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
も
「
公
正
」
や
「
平
等
」
を
前
面

に
出
し
て
き
て
お
り
、
現
段
階
で
は
、
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
と
Ｅ
Ｕ
の
「
雇
用
戦
略
」
に
大
き
な
差

が
無
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、

目
指
す
べ
き
「
効
率
」
、
「
公
正
」
の
具
体

的
な
政
策
と
そ
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
で

あ
る
が
、
正
否
の
判
断
に
関
し
て
は
道
半
ば

と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

  

小
倉
一
哉
（
お
ぐ
ら
　
か
ず
や
） 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
副
主
任
研
究

員
。
主
な
著
書
・
論
文
に
、
「
日
本
人
の
年

休
取
得
行
動
―
年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
経

済
分
析
」（
日
本
労
働
研
究
機
構
研
究
双
書
、

二
〇
〇
三
年
）、「
欧
州
に
お
け
る
ワ
ー
ク
シ

ェ
ア
リ
ン
グ
の
現
状
―
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、

オ
ラ
ン
ダ
を
中
心
に
」（
日
本
労
働
研
究
機
構

労
働
政
策
レ
ポ
ー
ト
Ｖ
ｏ
ｌ
．
１
）
な
ど
多

数
。
労
働
経
済
学
専
攻
。 
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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
雇
用
政
策
の
転
換 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
統
括
研
究
員
　
伊
藤
　
実 

　
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
影
響
を
強
く
受

け
た
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
政
策
は
、
Ｅ
Ｕ
雇
用

戦
略
の
影
響
を
受
け
て
、
一
九
九
七
年
以
降

に
そ
の
内
容
を
転
換
し
て
い
る
。
政
策
転
換

に
よ
っ
て
経
済
成
長
と
雇
用
拡
大
が
達
成
さ

れ
た
が
、
重
点
的
な
雇
用
政
策
は
、
労
働
時

間
短
縮
対
策
、
若
年
雇
用
対
策
、
失
業
保
険

給
付
改
革
の
三
つ
で
あ
っ
た
。 

  

１
．労
働
時
間
短
縮 

 

　
一
九
九
七
年
に
左
翼
連
立
政
権
が
誕
生
し

た
時
、
失
業
率
は
史
上
最
高
の
一
二
・
六
％

に
達
し
て
お
り
、
新
政
権
は
従
業
員
二
〇
人

以
上
の
企
業
の
法
定
労
働
時
間
を
二
〇
〇
〇

年
か
ら
週
三
五
時
間
に
（
他
の
企
業
は
二
〇

〇
二
年
か
ら
）
短
縮
す
る
と
の
意
向
を
示
し

た
。
最
初
の
法
律
（
一
九
九
八
年
に
成
立
し

た
オ
ブ
リ
第
一
法
）
で
は
、
国
は
労
働
時
間

短
縮
の
た
め
に
異
な
る
期
日
と
原
則
を
決
め
、

労
働
組
合
と
経
営
者
団
体
に
協
約
で
合
意
し

た
労
働
時
間
の
短
縮
を
交
渉
す
る
よ
う
に
促

し
た
。
そ
し
て
、
第
二
段
階
の
法
律
を
制
定

（
二
〇
〇
〇
年
に
成
立
し
た
オ
ブ
リ
第
二
法
）

す
る
際
に
は
、
交
渉
の
結
果
を
考
慮
に
入
れ

る
こ
と
を
約
束
し
た
。 

　
こ
う
し
た
労
働
時
間
の
短
縮
が
雇
用
創
出

に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
政
府
は
臨
時
の
財
政

的
誘
因
を
提
供
し
た
。
オ
ブ
リ
第
一
法
で
は
、

九
九
年
末
ま
で
に
一
〇
％
以
上
の
所
定
内
労

働
時
間
を
削
減
、
ま
た
は
週
三
五
時
間
に
ま

で
短
縮
し
、
そ
れ
に
伴
い
二
年
間
以
上
の
雇

用
継
続
を
前
提
と
し
て
六
％
以
上
の
新
規
雇

用
ま
た
は
雇
用
維
持
し
た
場
合
、
雇
用
者
全

員
に
一
人
当
た
り
初
年
度
九
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
、

以
後
毎
年
一
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
ず
つ
減
額
し
、

五
年
目
の
五
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
ま
で
社
会
保
険

料
の
減
免
を
行
う
（
総
額
三
万
五
〇
〇
〇
フ

ラ
ン
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

　
さ
ら
に
、
オ
ブ
リ
第
二
法
で
は
、
団
体
協

約
に
よ
っ
て
労
働
時
間
を
週
三
五
時
間
に
短

縮
し
た
企
業
に
は
、
低
賃
金
労
働
者
に
つ
い

て
の
減
免
額
を
割
増
す
る
な
ど
、
恒
久
的
な

財
政
的
誘
因
を
提
供
し
た
。
協
約
の
多
く
は
、

勤
務
時
間
の
延
長
や
土
・
日
曜
日
の
勤
務
、

年
間
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
、
労
働
時
間

の
「
貯
蓄
口
座
」
を
設
け
て
超
過
勤
務
時
間

を
休
日
に
振
り
替
え
る
と
い
っ
た
労
働
時
間

の
柔
軟
性
を
高
め
る
規
定
を
導
入
し
て
い
る
。 

　
な
お
、
労
働
時
間
短
縮
に
よ
る
雇
用
創
出

効
果
は
、
政
府
発
表
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
一
年

八
月
一
六
日
時
点
で
三
六
万
四
〇
〇
〇
人
、

こ
の
う
ち
政
府
の
奨
励
策
の
下
で
創
出
さ
れ

た
雇
用
は
三
一
万
四
〇
〇
〇
人
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
時
間
短
縮
委
員
会
（
ア
ン

リ
・
ル
イ
ヨ
ー
委
員
会
）
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

一
九
九
六
年
六
月
〜
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
の

期
間
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮
の
雇
用
創
出

効
果
は
、
二
六
万
五
〇
〇
〇
人
で
あ
る
と
推

計
し
て
い
る
。 
   

２
．若
年
雇
用 

  　
「
新
規
サ
ー
ビ
ス
・
若
年
雇
用
計
画
」
は
、

一
九
九
七
年
に
左
翼
連
立
政
権
に
よ
っ
て
は

じ
め
ら
れ
た
。
こ
の
計
画
は
、
第
一
に
国
の

補
助
金
を
使
っ
て
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
、
教

育
活
動
、
社
会
保
障
、
環
境
保
護
な
ど
こ
れ

ま
で
充
足
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
社
会
的
ニ
ー

ズ
に
対
応
す
る
新
し
い
活
動
の
創
出
を
促
進

し
、
第
二
に
若
い
人
々
を
継
続
的
に
職
業
斡

旋
し
、
経
験
と
訓
練
に
よ
っ
て
「
正
規
」
の

雇
用
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
二

つ
の
目
的
を
持
っ
て
い
た
。 

　
従
っ
て
、
財
政
的
な
助
成
は
い
き
な
り
新

規
雇
用
に
支
給
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず

新
規
の
活
動
が
有
益
で
あ
り
、
実
行
可
能
性

が
実
証
さ
れ
た
後
に
助
成
さ
れ
、
補
助
金
は

五
年
間
に
わ
た
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
計
画
は
無
資
格
の
若
年
者
だ
け
で
な
く
、

す
べ
て
の
失
業
中
の
若
者
を
対
象
と
し
た
。

従
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
部
は
教
育
程
度
の

高
い
若
者
が
採
用
さ
れ
た
。
政
府
は
五
年
間

に
三
五
万
人
の
雇
用
を
創
出
す
る
こ
と
を
目

標
に
掲
げ
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
末
ま
で
に
約

二
五
万
人
が
雇
用
さ
れ
た
。
な
お
、
国
の
補

助
金
は
二
〇
〇
二
年
末
か
ら
段
階
的
に
廃
止

さ
れ
る
た
め
、
計
画
に
参
加
し
た
若
者
の
今

後
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

   

３
．失
業
保
険
給
付
改
革 

   

フ
ラ
ン
ス
の
失
業
保
険
制
度
は
、
労
使
同

数
の
代
表
の
合
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
協

定
を
、
政
府
が
承
認
す
る
と
い
う
協
約
制
度

と
な
っ
て
い
る
。
政
府
に
よ
る
承
認
は
、
失

業
保
険
制
度
に
強
制
力
を
持
た
せ
、
民
間
部

門
の
全
て
の
雇
用
主
と
被
用
者
に
適
用
さ
れ

る
。
財
源
は
雇
用
主
と
被
用
者
が
納
め
る
拠

出
金
（
保
険
料
）
で
あ
る
。
全
国
的
な
労
使

の
多
部
門
協
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
た
め
、

労
使
協
議
の
結
果
に
よ
っ
て
失
業
保
険
制
度

は
し
ば
し
ば
変
更
さ
れ
て
き
て
い
る
。 

　
一
九
九
二
年
に
失
業
者
の
増
加
と
制
度
の

赤
字
拡
大
に
対
し
て
、
「
単
一
ス
ラ
イ
ド
制

手
当
」
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
失
業
期
間

が
長
期
化
す
る
の
に
つ
れ
て
、
給
付
水
準
を

段
階
的
に
引
き
下
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

早
期
の
再
就
職
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

失
業
の
長
期
化
を
予
防
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。 

　
失
業
給
付
は
三
段
階
に
別
れ
て
お
り
、
基

本
手
当
を
満
額
受
給
で
き
る
第
一
段
階
は
、

年
齢
と
被
保
険
者
期
間
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
る
。
最
短
は
四
カ
月
、
最
長
は
二
七
カ
月

と
な
っ
て
お
り
、
二
七
カ
月
受
給
で
き
る
の

は
、
五
五
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
る
。
第
一

段
階
を
過
ぎ
る
と
、
給
付
額
が
六
カ
月
ご
と

に
一
定
割
合
で
減
額
さ
れ
る
第
二
段
階
に
入

る
。
第
二
段
階
の
低
減
給
付
期
間
は
、
最
短

三
カ
月
、
最
長
で
三
三
カ
月
と
な
っ
て
お
り
、

五
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
最
長
給
付
期
間
と

な
っ
て
い
る
。 

　
基
本
手
当
の
給
付
期
間
が
過
ぎ
る
と
、
社

会
保
障
政
策
に
よ
る
生
活
保
護
的
な
第
三
段 
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階
に
入
る
。
長
期
失
業
者
で
過
去
一
〇
年
間

に
五
年
以
上
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い

て
は
、
一
日
当
た
り
七
五
・
四
九
フ
ラ
ン
が

支
給
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
者
に
対
し
て
は
、

ま
ず
五
五
歳
以
上
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
早

期
年
金
制
度
に
移
行
し
、
そ
の
他
の
者
は
基

本
的
に
は
生
活
保
護
制
度
が
適
用
さ
れ
る
。

最
低
限
の
一
人
当
た
り
生
活
保
護
日
額
は
、

二
四
二
九
フ
ラ
ン
（
一
九
九
八
年
）
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
最
低
賃
金
は
月
額
六
六
六

三
フ
ラ
ン
で
あ
る
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
単
一
ス
ラ
イ
ド
制
手
当

は
、
再
就
職
に
よ
っ
て
で
は
な
く
非
労
働
力

化
に
よ
っ
て
、
長
期
失
業
者
が
減
少
す
る
と

い
っ
た
傾
向
が
強
ま
る
な
ど
し
た
た
め
、
二

〇
〇
〇
年
に
逓
減
方
式
の
給
付
を
廃
止
し
て

固
定
額
と
し
た
。
雇
用
へ
の
復
帰
の
促
進
は
、

別
の
手
段
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二

〇
〇
一
年
七
月
一
日
以
降
、
失
業
者
が
給
付

を
受
け
る
た
め
に
は
、
失
業
保
険
制
度
と
一

種
の
個
別
契
約
を
結
ぶ
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
契
約
を
通
じ
て
失
業
者
は
、
労
働
能
力

の
評
価
、
個
人
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
訓
練

の
機
会
、
職
業
能
力
・
資
格
に
適
応
し
た
職

業
紹
介
、
移
動
奨
励
金
な
ど
の
一
連
の
支
援

措
置
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

   

４
．現
在
の
雇
用
政
策 

   

現
状
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
再
就
職
促
進

策
は
、
失
業
保
険
制
度
の
枠
組
み
に
よ
る
も

の
と
特
殊
雇
用
契
約
に
よ
る
も
の
に
大
別
で

き
る
。
失
業
保
険
制
度
で
は
、
失
業
保
険
給

付
と
再
就
職
活
動
の
一
体
化
を
め
ざ
し
た｢

雇

用
復
帰
支
援
計
画
（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）｣

が
実
施

さ
れ
て
お
り
、
再
就
職
活
動
に
関
す
る
助
言

や
再
就
職
前
の
職
業
訓
練
を
提
供
し
、
効
率

的
な
雇
用
復
帰
を
促
し
て
い
る
。 

　
特
殊
雇
用
契
約
は
、
雇
用
促
進
を
目
的
と

し
て
公
的
部
門
や
企
業
と
失
業
者
・
新
規
学

卒
者
と
の
間
に
雇
用
契
約
を
締
結
さ
せ
、
賃

金
助
成
、
職
業
訓
練
費
用
助
成
、
社
会
保
険

料
の
雇
用
主
負
担
の
控
除
な
ど
多
様
な
国
庫

助
成
策
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
殊
雇

用
契
約
は
、
全
年
齢
層
を
対
象
と
し
た
雇
用

契
約
と
若
年
者
だ
け
を
対
象
と
し
た
雇
用
契

約
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
職
業
訓
練
や
賃
金
補

助
を
労
働
契
約
と
一
体
化
さ
せ
、
雇
用
を
促

進
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
。 

 

新
た
な
失
業
保
険
制
度
に
お
け
る
所
得
補

償
給
付
は
、
事
実
上
、
雇
用
復
帰
支
援
給
付

（
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
単

一
逓
減
給
付
制
度
は
、
二
〇
〇
一
年
七
月
一

日
か
ら
こ
の
雇
用
復
帰
支
援
給
付
に
移
行
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
単
一
逓
減
給
付
制
度

で
は
、
基
本
手
当
を
満
額
受
給
で
き
る
第
一

段
階
が
最
長
二
七
カ
月
、
給
付
額
が
六
カ
月

ご
と
に
一
定
割
合
で
減
額
さ
れ
る
第
二
段
階

が
最
長
三
三
カ
月
と
な
っ
て
お
り
、
給
付
期

間
は
か
な
り
長
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
失
業
保
険
の
給
付
期
間
が
過
ぎ
る
と
、

社
会
保
障
政
策
に
よ
る
生
活
保
護
的
な
第
三

段
階
に
入
り
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
年

金
受
給
ま
で
の
間
、
生
活
保
護
費
を
受
給
し

続
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
　
　
　 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
改
革
後
の
新
制
度
に
お

い
て
は
、
失
業
の
長
期
化
や
失
業
を
繰
り
返

す
「
失
業
の
プ
ロ
」
の
出
現
を
阻
止
す
る
た

め
に
、
失
業
保
険
の
給
付
条
件
を
か
な
り
厳

し
く
し
て
い
る
。
ま
た
、
新
制
度
で
は
、
逓

減
方
式
を
や
め
る
と
と
も
に
給
付
期
間
を
大

幅
に
短
縮
し
て
い
る
。
給
付
期
間
は
、
就
労

期
間
と
年
齢
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
最
長
四
二

カ
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
五
〇
歳
未
満
は
最

長
二
三
カ
月
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
六
〇 

歳
以
上
で
、
老
齢
年
金
の
満
額
受
給
に
必
要

な
保
険
料
納
付
期
間
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合
に
、
上
記
の
給
付
期
間
を
超
え
て
失
業
保

険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
逓
減
方
式
の
給
付
を
廃
止
し
て
固
定
額
に

し
た
失
業
保
険
制
度
で
は
、
給
付
制
限
に
よ

る
再
就
職
の
促
進
で
は
な
く
、
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
や
職
業
訓
練
を
重
視
し
た
再
就
職
の
促

進
を
め
ざ
し
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
七
月
一

日
以
降
に
求
職
者
と
し
て
の
登
録
を
し
た
者

は
、
雇
用
復
帰
支
援
計
画
（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
の

適
用
者
と
な
る
。
こ
の
雇
用
復
帰
支
援
計
画

（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
の
主
な
目
的
は
、
失
業
保
険

給
付
と
再
就
職
活
動
の
支
援
で
あ
る
。 

　
雇
用
復
帰
支
援
計
画
（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
の
大

き
な
特
徴
は
、
失
業
保
険
給
付
と
再
就
職
活

動
を
一
体
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
失
業
保
険
給
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

雇
用
復
帰
支
援
計
画
（
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
に
同
意

し
、
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
計

画
に
参
加
す
る
と
、
失
業
保
険
を
受
給
し
な

が
ら
個
別
行
動
計
画
（
Ｐ
Ａ
Ｐ
）
が
作
成
さ

れ
、
職
業
安
定
所
（
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｅ
）
と
緊
密
に

連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
個
人
の
状
況
に
合
わ

せ
た
再
就
職
の
支
援
や
職
業
訓
練
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。 

   
５
．今
後
の
政
策
展
開 

   
フ
ラ
ン
ス
の
最
近
の
雇
用
政
策
は
、
Ｅ
Ｕ

雇
用
戦
略
の
影
響
も
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
「
福

祉
か
ら
労
働
」
へ
シ
フ
ト
し
て
き
て
い
る
。

失
業
給
付
も
権
利
と
し
て
長
期
間
受
給
す
る

の
で
は
な
く
、
求
職
活
動
を
積
極
的
に
行
う

と
い
う
義
務
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
し
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
権
利
と
義

務
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
、
失
業
給
付
を
受

給
で
き
る
条
件
を
厳
格
化
す
る
と
と
も
に
、

再
就
職
活
動
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
を
失
業

保
険
給
付
の
条
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
失
業

保
険
給
付
と
再
就
職
活
動
の
一
体
化
で
あ
り
、

雇
用
復
帰
支
援
計
画
と
特
殊
雇
用
契
約
に
よ

っ
て
、
そ
の
こ
と
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。 

　
左
派
・
ジ
ョ
ス
パ
ン
政
権
は
、
こ
う
し
た

政
策
転
換
に
よ
る
再
就
職
促
進
効
果
を
高
め

る
た
め
に
、
福
祉
国
家
的
な
枠
組
み
を
崩
さ

な
い
範
囲
で
、
失
業
保
険
の
給
付
条
件
を
厳

し
く
す
る
と
と
も
に
給
付
期
間
を
短
縮
す
る

と
い
っ
た
改
革
を
行
う
と
と
も
に
、
週
三
五

時
間
労
働
制
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、

さ
ら
に
は
仕
事
に
就
く
こ
と
が
困
難
な
無
・

低
資
格
者
や
若
年
者
に
対
す
る
多
様
な
就
業

支
援
策
、
最
低
賃
金
の
上
乗
せ
改
定
な
ど
を

行
っ
て
き
た
。 

 

こ
う
し
た
雇
用
対
策
の
政
策
効
果
は
、
現

時
点
で
は
多
様
な
対
策
を
実
施
し
て
か
ら
間

も
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
統
計
的
解

析
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
言
っ
た
段
階
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
統
計
的
解
析
に
よ
る
政

策
評
価
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
　 

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
春
に
誕
生
し
た
保

守
派
・
ラ
フ
ァ
ラ
ン
政
権
は
、
ジ
ョ
ス
パ
ン

政
権
と
は
異
な
り
、
コ
ス
ト
削
減
に
よ
る
企

業
の
国
際
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
の
対
策
、

例
え
ば
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
を
法
定
ス
ラ

イ
ド
制
の
義
務
的
引
き
上
げ
に
限
定
し
た
り
、

社
会
保
険
料
の
減
免
な
ど
を
進
め
よ
う
と
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
胆
な
起
業
家
支
援
策

な
ど
を
計
画
し
て
お
り
、
英
米
流
の
ア
ン
グ

ロ
サ
ク
ソ
ン
型
政
策
に
シ
フ
ト
す
る
傾
向
を

強
め
て
い
る
。 
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イ
ギ
リ
ス
の
雇
用
政
策 

　
　
　
　
　
―
失
業
者
対
策
を
中
心
に 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
員
　
勇
上
　
和
史 

  

１
．は
じ
め
に 

 

　
イ
ギ
リ
ス
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
雇
用
戦
略
の
評

価
レ
ポ
ー
ト
、
な
ら
び
に
欧
州
雇
用
戦
略
の

五
年
目
の
評
価
レ
ポ
ー
ト
の
両
者
に
お
い
て
、

積
極
的
な
評
価
を
受
け
て
い
る
点
で
特
徴
的

な
国
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
前
者
は
、
サ
ッ
チ

ャ
ー
か
ら
メ
ー
ジ
ャ
ー
に
至
る
保
守
党
政
権

の
、
後
者
は
欧
州
雇
用
戦
略
の
策
定
と
同
じ

一
九
九
七
年
に
誕
生
し
た
ブ
レ
ア
（
労
働
党
）

政
権
の
時
期
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
最
近

二
〇
年
程
の
イ
ギ
リ
ス
で
な
さ
れ
た
改
革
の

内
容
と
評
価
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
Ｅ
Ｕ
が
提
唱

す
る
雇
用
戦
略
の
異
同
を
探
る
手
が
か
り
と

も
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

も
と
よ
り
雇
用
戦
略
と
は
、
狭
義
の
雇
用

対
策
の
み
な
ら
ず
、
マ
ク
ロ
の
経
済
政
策
、

産
業
政
策
お
よ
び
税
制
や
社
会
保
障
制
度
改

革
を
含
め
た
総
合
的
な
政
策
概
念
で
あ
る
が
、

紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
こ
の
小
論
で
は
、
そ

の
中
心
課
題
の
一
つ
で
あ
る
失
業
者
対
策
に

焦
点
を
当
て
る
。
主
な
対
象
は
、
失
業
情
勢

が
深
刻
な
若
年
者
お
よ
び
長
期
失
業
者
で
あ

り
、
失
業
給
付
の
受
給
要
件
の
厳
格
化
と
求

職
活
動
支
援
な
ら
び
に
職
業
訓
練
を
セ
ッ
ト

に
し
た
改
革
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
ま

た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
成
否
に
つ
い
て
は
定
量

的
な
評
価
も
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果

は
現
在
の
日
本
に
と
っ
て
も
何
ら
か
の
含
意

を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。 

   
２
．失
業
給
付
制
度
の
厳
格
化 

  　
表
１
で
は
、
戦
前
か
ら
近
年
ま
で
の
イ
ギ

リ
ス
の
失
業
給
付
制
度
改
革
の
流
れ
を
示
し

て
い
る
。
一
見
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
六

〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
失
業

給
付
受
給
の
際
の
求
職
活
動
要
件
の
形
骸
化

が
進
ん
だ
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
経
済
成
長
率
が
一
九
八

一
年
以
後
プ
ラ
ス
成
長
へ
と
転
じ
た
の
に
対

し
て
、
失
業
情
勢
の
悪
化
は
止
ま
ら
ず
、
八

六
年
に
は
失
業
給
付
受
給
者
は
三
〇
〇
万
人

を
、
失
業
率
は
一
〇
％
を
突
破
し
、
過
去
最

悪
を
更
新
し
た
。 

 

し
か
し
そ
の
年
を
境
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
労

働
市
場
政
策
は
一
大
転
換
を
み
せ
る
。
そ
れ

は
、
失
業
給
付
の
引
き
締
め
と
求
職
活
動
支

援
に
よ
る
、
積
極
的
な
失
業
削
減
政
策
へ
の

転
換
で
あ
っ
た
。
そ
の
嚆
矢
が
、
同
年
に
導

入
さ
れ
た
「
再
出
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
（Res-

tart Program
m
e

、
以
下
、
リ
ス
タ
ー
ト
） 

で
あ
る
（
注
１
）
。 

 

リ
ス
タ
ー
ト
は
、
八
六
年
一
月
に
九
つ
の

安
定
所
に
試
験
導
入
さ
れ
、
お
お
む
ね
積
極

的
な
評
価
が
得
ら
れ
た
後
、
同
年
七
月
よ
り

全
国
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
主
な
目
的
は
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
通
じ
た
長
期
失
業
者
の

就
業
促
進
で
あ
り
、
同
時
に
、
求
職
者
と
認

め
ら
れ
な
い
よ
う
な
者 

（
そ
も
そ
も
仕
事

に
就
け
な
い
あ
る
い
は
求
職
意
欲
が
低
い
失

業
者
） 

の
給
付
を
停
止
す
る
こ
と
で
、
失

業
給
付
受
給
者
数
を
削
減
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
導
入
当
初
は
、
一
八
歳
以

上
で
失
業
給
付
の
受
給
期
間
が
一
年
を
超
え

る
長
期
失
業
者
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
一

〇
月
以
降
は
六
カ
月
以
上
の
失
業
者
に
対
象

を
拡
大
し
た
。 

 

対
象
者
に
は
公
共
職
業
安
定
所
で
六
カ
月

ご
と
の
面
接
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
万

が
一
呼
び
出
し
（
三
回
ま
で
）
に
応
じ
な
か

っ
た
場
合
は
、
失
業
給
付
の
減
額
や
支
給
停

止
と
い
っ
た
措
置
が
と
ら
れ
る
た
め
、
こ
う

し
た
「
脅
し
」
効
果
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴

の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

面
接
で
は
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
失
業
者
の
失

業
履
歴
を
勘
案
し
て
、
給
付
金
や
求
職
活
動
、

訓
練
コ
ー
ス
に
つ
い
て
助
言
を
行
う
。
こ
の

面
接
の
後
、
失
業
者
は
通
常
の
就
職
又
は
起

業
の
ほ
か
、
「
再
出
発
コ
ー
ス
」
や
「
雇
用

訓
練
事
業
」
と
呼
ば
れ
る
訓
練
コ
ー
ス
や
、

求
職
活
動
支
援
施
設
（
ジ
ョ
ブ
ク
ラ
ブ
）
へ

と
振
り
分
け
ら
れ
る
（
注
２
）
。 

 

リ
ス
タ
ー
ト
で
は
、
そ
の
後
の
評
価
に
あ

た
っ
て
、
無
作
為
に
割
り
当
て
ら
れ
た
一
部

の
対
象
者
の
面
接
を
通
常
よ
り
六
カ
月
遅
ら

せ
、
通
常
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
の
そ
の
後

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
比
較
す
る
と
い
う
、

「
社
会
的
実
験
」
が
行
わ
れ
た
。
追
跡
調
査

を
用
い
た
定
量
的
な
分
析
の
結
果
か
ら
は
、

①
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
持
つ
「
脅
し
」
効
果
は
、

男
女
と
も
短
期
の
就
職
率
を
向
上
さ
せ
る
こ

と
、
②
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
か
ら
五
年
後
で
は
、

男
性
に
つ
い
て
の
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る

長
期
的
な
効
果
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
が

示
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）
。 

 

リ
ス
タ
ー
ト
以
後
も
、
「
失
業
給
付
制
度

の
厳
格
化
」
の
も
と
、
不
正
受
給
へ
の
取
り

組
み
の
強
化
や
、
求
職
活
動
要
件
の
厳
格
化

な
ど
一
貫
し
た
改
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結

果
、
景
気
循
環
に
よ
る
失
業
率
の
変
動
が
大

き
く
な
っ
た
も
の
の
、
景
気
の
上
昇
局
面
で

の
失
業
者
の
減
少
速
度
が
上
昇
す
る
な
ど
、

恒
常
的
な
失
業
給
付
受
給
者
の
削
減
に
は
あ

る
程
度
成
功
し
た
。 

   

３
．福
祉
か
ら
就
労
へ 

   

保
守
党
政
権
の
改
革
は
、
確
か
に
失
業
給

付
受
給
者
の
削
減
に
は
成
功
し
た
。
し
か
し

一
方
で
、
若
年
者
や
長
期
失
業
者
が
失
業
プ

ー
ル
に
滞
留
す
る
傾
向
に
変
わ
り
は
な
く
、

ま
た
求
職
活
動
や
政
府
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の

参
加
を
諦
め
て
他
の
福
祉
手
当
を
受
給
す
る

層
が
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
た
。 

 

一
九
九
七
年
に
誕
生
し
た
ブ
レ
ア
の
労
働

党
政
権
は
、
「
福
祉
か
ら
労
働
へ
」
（W

elfare 
to W

ork

）
と
の
理
念
の
下
、
（
若
年
を
含

む
）
長
期
失
業
者
に
加
え
て
、
失
業
給
付
以

外
の
給
付
を
受
け
て
い
る
一
人
親
、
長
期
疾

病
者
や
障
害
者
、
失
業
者
の
配
偶
者
あ 
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表組スペース 

る
い
は
高
齢
者
と
い
っ
た
、
労
働
市
場
で
非

活
動
状
態
に
あ
る
者
に
つ
い
て
も
個
別
の
就

労
支
援
策
（
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
）
を
打
ち
出

し
て
い
る
（
注
４
）
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る

基
本
的
な
要
素
は
、
個
別
相
談
員
に
よ
る
木

目
細
や
か
な
求
職
活
動
支
援
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
「
若
年
者
の
た
め
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
」
（
以
下
、
Ｎ
Ｄ
Ｙ
Ｐ
）
は
最
初
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
評
価
に
つ
い
て

も
定
量
的
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

Ｎ
Ｄ
Ｙ
Ｐ
は
一
九
九
八
年
一
月
の
試
験
導

入
を
経
て
同
年
四
月
に
イ
ギ
リ
ス
全
土
で
実

施
さ
れ
た
。
対
象
は
、
求
職
者
給
付 

（
以

前
の
失
業
給
付
を
改
組
し
た
も
の
） 

を
六

カ
月
以
上
受
け
て
い
る
一
八
〜
二
四
歳
の
若

年
失
業
者
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
要
は
、

図
１
に
示
す
よ
う
に
、
第
一
段
階
で
の
個
別

相
談
員
に
よ
る
求
職
活
動
支
援
、
第
二
段
階

の
雇
用
・
訓
練
オ
プ
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
第
三

段
階
に
お
け
る
再
度
の
求
職
活
動
支
援
で
あ

り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
場

合
、
あ
る
い
は
途
中
で
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し

た
場
合
に
は
求
職
者
手
当
の
受
給
資
格
を
失

う
。 

　
Ｎ
Ｄ
Ｙ
Ｐ
の
定
量
的
な
評
価
に
つ
い
て
は
、

試
験
実
施
か
ら
一
年
程
度
の
期
間
に
つ
い
て
、

第
一
段
階
の
求
職
活
動
支
援
の
効
果
を
め
ぐ

る
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
男

女
共
に
Ｎ
Ｄ
Ｙ
Ｐ
を
通
じ
た
純
粋
な
就
職
率

の
上
昇
効
果
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時

に
、
就
職
率
上
昇
効
果
は
、
Ｎ
Ｄ
Ｙ
Ｐ
の
開

始
直
後
が
最
も
高
く
、
以
後
低
下
傾
向
に
あ

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）
。
よ

り
長
期
の
分
析
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
雇
用
年
金
省
（D

epartm
ent 

for 
W
ork and Pensions

）
が
公
表
し
て
い
る

統
計
（
注
６
）
に
よ
る
と
、
Ｎ
Ｄ
Ｙ
Ｐ
の
参

加
者
ス
ト
ッ
ク
は
、
全
国
実
施
時
の
約
三
万

五
〇
〇
〇
人
か
ら
九
九
年
七
月
に
約
一
五
万

人
ま
で
増
加
し
た
後
、
順
調
に
減
少
を
続
け

て
き
た
が
、
二
〇
〇
一
年
後
半
以
降
は
一
〇

万
人
前
後
と
足
踏
み
状
態
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
第
二
段
階
の
助

成
付
き
雇
用
が
長
期
雇
用
に
つ
な
が
ら
ず
、

結
果
と
し
て
長
期
失
業
者
が
職
と
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
間
を
往
復
す
る
だ
け
と
す
る
指
摘
も
あ

る
（
注
７
）
。
ま
た
、
〇
三
年
一
二
月
ま
で

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
者
は
累
計
で
約
一
〇
〇

万
人
だ
が
、
そ
の
う
ち
三
〇
％
が
行
き
先
不

明
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
参
加
者
数
の
減
少
率
の
低
下
は

二
五
歳
以
上
の
長
期
失
業
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
も
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
福
祉
手
当
受

給
者
を
対
象
と
し
た
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
に
つ

い
て
も
一
貫
し
て
参
加
者
が
増
加
す
る
な
ど
、

就
業
促
進
を
掲
げ
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
に
対

す
る
評
価
は
未
だ
限
定
的
に
留
ま
る
と
い
え

る
。 

   

４
．お
わ
り
に 

   

最
近
二
〇
年
間
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
失
業

　年 　　改　革 

1910年 2月 
ウィンストン・チャーチルにより職業安定所ネットワーク (labour exchange
network) 設立 

1912年 失業給付制度が導入され、職業安定所が管理運営 

1919年 失業給付受給者は「通常は就業状態にあり、本当に仕事を探しており、仕事が見つ 
からない」ことを証明する義務がある 

1946年 国民保険法 (National Insurance Act)
1961年 失業者の職業安定所  (Job Centre) 訪問義務が週 1回に  (それ以前は週 2回） 
1974年 給付事務所  (Benefit Office) と安定所を分割 
1979年 雇用サービス局  (安定所の統括組織 ) の職員を 13%削減 
1980年 失業者の安定所訪問義務が 2週間に 1回に 

1982年 失業者の安定所訪問義務がなくなる  (1986年のリスタート導入まで )

1982～ 85年 求職活動支援に関わる職員を 
50%削減 (失業登録事務所の人員は 940名から 550名に 

減少） 
1986年 再出発プログラム (Restart Programme ） 

「再出発のための面接」を義務づけ。職員の増員 (特に不正行為のチェック )。 
給付事務所でも求人情報を掲示。失業者に対する失業照合のための手紙の送付。 
給付資格剥奪期間を最大 13週間に (1913年～ 1986年は 6週間） 
1月からの試験期間を経て、 7月から 1年以上の長期失業者を対象に全国で実施。 
10月以降は 6ヶ月以上の失業者に対象を拡大 

1988年 給付資格剥奪期間を最大 26週間に 
1989年 社会保険法 

失業給付の適格要件に「積極的な求職活動」 (毎週 )。求職者は、給与が世間相場を 
下回るような「合わない」仕事を紹介されても拒否できない。 

1990年 雇用サービス局の独立性を強化。行動目標の設定  (例えば職業紹介について )
1991年 2年以上の長期失業者に 1週間のジョブコースを義務づけ 
1994～ 95年 『給付制度の厳格化』 (Stricter Benefit Regime) の下、制裁や紹介数が 2倍に 
1996年 求職者手当 (Job Seekers' Allowance)－失業給付に関する新たな法的枠組み。 

2週間に 1度の安定所訪問を義務づけ。求職活動のランダムな検査の強化。 
失業 3ヶ月目以降は、他の職業も探さなければならない 

1997年 様々な包括的なプログラム (1-2-1、 Workwise 、 Project Work)
1998年 若年者のためのニューディール (1月より試験実施。 4月から全国実施 )

長期失業者のためのニューディール (7月から。 2年以上の全失業者対象 )
1999年 全国最低賃金導入 (4月から。成人 3.6ポンド、若年者 3ポンド )

50歳以上のためのニューディールの試験実施 (8月から )
2000年 50歳以上のためのニューディールの全国実施 
注 : 重要な改革を影付けしている 
出所 : Van Reenen (2003)、 p30、 Table2

表１ イギリスにおける失業給付制度改革 
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給
付
制
度
の
厳
格
化
と
求
職
活
動
支
援
を
通

じ
た
積
極
的
労
働
市
場
政
策
が
採
用
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
保
守
党
政
権
が
「
失

業
者
」
の
削
減
に
力
点
を
置
い
た
の
に
対
し

て
、
労
働
党
政
権
で
は
、
よ
り
広
く
福
祉
手

当
受
給
者
も
含
め
た
「
非
活
動
層
」
の
就
業

促
進
を
も
目
指
し
た
点
で
両
者
は
袂
を
分
か

つ
。
ち
ょ
う
ど
、
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
な
ら
び
に
欧

州
雇
用
戦
略
が
積
極

的
労
働
市
場
政
策
を

提
唱
し
な
が
ら
も
、

後
者
が
「
フ
ル
就
業
」

を
唱
え
、
ま
た
就
業

を
通
じ
た
社
会
的
統

合
（social 

inclu-
sion

）
を
重
視
す
る

点
と
一
致
す
る
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、

就
業
促
進
の
現
実
の

効
果
は
未
だ
不
確
定

に
留
ま
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
、
近
年

の
イ
ギ
リ
ス
の
失
業

者
対
策
は
、
「
膨
大

な
実
験
」
（a good 
deal of experim

en-
tation

）
を
行
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
で

あ
ろ
う
（
注
８
）
。 
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【
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１
．
リ
ス
タ
ー
ト
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

D
olton and O

'N
eill（1997

）、Wells

（2000

）

お
よ
び
井
田（2002

）が
参
考
に
な
る 

 

２
．
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
詳
細
は
勇
上
（2004

）

を
参
照
の
こ
と 

 

３
．D

olton and O
'N
eill 

（1996,2002

） 
 

４
．
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
井
田 

（2002

） 

を
参
照 

 

５
．Blundell et al.

（2001

）、Van Reenen 

（2003

） 
 

６
．U

RL: http://w
w
w
.dw
p.gov.uk/ 

asd/statistical_sum
m
aries.asp 

 

７
．
井
田
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）、pp.76-77 
 

８
．W
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（2000

）、p257 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

  

勇
上
和
史
（
ゆ
う
が
み
　
か
ず
ふ
み
） 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
研
究
員
。
主

な
著
書
・
論
文
に
、
「
ベ
ッ
カ
ー
『
人
的
資

本
』
」（
日
本
労
働
研
究
雑
誌
Ｎ
ｏ
．
５
１
３
）、

「
日
本
の
所
得
格
差
を
ど
う
み
る
か
―
格
差

拡
大
の
要
因
を
さ
ぐ
る
」（
日
本
労
働
研
究
機

構
労
働
政
策
レ
ポ
ー
ト
Ｖ
ｏ
ｌ
．
３
）
な
ど

多
数
。
労
働
経
済
学
専
攻
。 

出所: Blundell et al. (2001) Figure1、Speckesser (2002) Figure1 および Van Reenen (2003) を参考に作成 

求職者手当 
（6ヶ月） 

第１段階：Gateway 
（最大4ヶ月） 

第２段階：New Deal Option 
（6ヶ月～12ヶ月） 

第３段階：Follow Through 
（最大6ヶ月） 

個別相談員による集中 
的な求職活動支援 

①助成金付きの雇用：事業主の 
下で最低週1回の訓練。6ヶ月 

Gatewayに類する求職活動 
支援 

②非営利組織での雇用：介護、 
慈善活動、行政プロジェクトに 
関わる芸術・メディア活動など。 
6ヶ月 

6ヶ月 

就　職 

③環境保全事業への参加：②に 
類似。土地改良、省エネ、節水、 
家屋修繕、リサイクル活動など。 

訓練。12ヶ月 

④フルタイムの教育・訓練への 
参加：読み書きを含む基礎的な 
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欧
米
に
お
け
る
雇
用
政
策
の
政
策
評
価 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
副
主
任
研
究
員
　
堀
　
春
彦 

　
本
稿
で
は
政
策
評
価
の
分
析
枠
組
み
に
つ

い
て
触
れ
た
後
、
欧
米
の
主
だ
っ
た
雇
用
政

策
の
政
策
評
価
の
結
果
を
概
括
す
る
。 

   

１
．政
策
評
価
の
分
析
枠
組
み 

  

（
１
）
非
科
学
的
手
法 

　
政
策
の
評
価
を
行
う
際
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

実
施
前
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
後
の
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
（
例
え
ば
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
の
賃

金
）
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
策
の
成
果
と
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
は
Ｎ
Ｏ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
で

説
明
す
る
。 

 

図
１
は
横
軸
に
時
間
、
縦
軸
に
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
を
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
訓
練
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す

る
。
Ａ
１
は
訓
練
を
受
講
す
る
前
の
受
講
者

の
平
均
賃
金
と
し
、
Ａ
２
は
訓
練
を
受
講
し

終
え
た
後
再
就
職
し
た
際
の
受
講
者
の
平
均

賃
金
と
す
る
。A

2

‐A
1

を
計
測
し
、
こ
れ

を
訓
練
の
成
果
と
す
る
政
策
評
価
の
手
法
を

非
科
学
的
（N

on-scientific

）
手
法
と
呼
ぶ
。 

 

非
科
学
的
手
法
の
問
題
点
は
、A

2

‐A
1

の
中
に
純
粋
な
訓
練
の
効
果
に
加
え
て
訓
練

以
外
の
効
果
が
混
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
訓
練
期
間
中
に

景
気
が
好
転
し
た
場
合
、
景
気
好
転
の
影
響

が
訓
練
実
施
後
の
賃
金
に
反
映
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、A

2

‐A
1

に
よ
っ

て
は
純
粋
な
訓
練
の
効
果
を
測
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

　
で
は
ど
の
よ
う
に
政
策
評
価
を
行
う
こ
と

が
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
図
２
に
理
想

的
な
政
策
評
価
の
手
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

図
中
の
Ａ
１
は
訓
練
受
講
前
の
受
講
者
の
平

均
賃
金
、
Ａ
２
は
訓
練
受
講
後
再
就
職
し
た

際
の
受
講
者
の
平
均
賃
金
、A

,1

は
仮
想
の

値
で
、
訓
練
受
講
者
が
訓
練
を
受
講
し
な
か

っ
た
場
合
に
得
て
い
た
平
均
賃
金
を
示
す
。

こ
の
場
合
、
政
策
の
効
果
はA

2

‐A
,1

で
示

さ
れ
る
。
同
一
グ
ル
ー
プ
が
訓
練
を
受
講
し

た
場
合
の
賃
金
と
訓
練
を
受
講
し
な
か
っ
た

場
合
の
賃
金
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
訓

練
の
純
粋
な
効
果
を
測
定
す
る
の
で
あ
る
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
手
法
に
は
大
き
な

問
題
点
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
問
題

点
と
は
、
同
一
集
団
が
同
一
時
間
内
に
片
や

訓
練
を
受
講
し
、
片
や
訓
練
を
受
講
し
な
い

と
い
う
二
つ
の
異
な
る
状
態
を
同
時
に
経
験

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。 

　
以
下
で
説
明
す
る
非
実
験
的
手
法
、
実
験

的
手
法
の
二
つ
の
手
法
は
、
図
２
に
示
し
た

最
も
望
ま
し
い
手
法
に
類
似
す
る
よ
う
工
夫

を
加
え
て
い
る
政
策
評
価
の
手
法
で
あ
る
。

非
実
験
的
手
法
、
実
験
的
手
法
は
併
せ
て
科

学
的
（Scientific
）
手
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

科
学
的
手
法
の
特
徴
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講

者
の
動
向
を
追
う
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
非
参
加
者
に
つ
い
て
も
そ
の
動
向
を
追
い
、

政
策
評
価
に
活
か
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
通

常
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
グ
ル
ー
プ
は

ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
（Treat-

m
ent G

roup

）
と
呼
ば
れ
、
一
方
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
参
加
し
な
い
グ
ル
ー
プ
は
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
・
グ
ル
ー
プ
（C

ontrol G
roup

）
と

呼
ば
れ
て
い
る
。 

  （
２
）
非
実
験
的
（Q

uasi-experim
ental

）
手
法 

 

非
実
験
的
手
法
の
特
徴
は
、C

ontrol 
G
roup

の
デ
ー
タ
を
調
査
地
域
や
時
期
の
等

し
い
外
部
調
査
か
ら
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、C

urrent Population Sur-
vey

やPanel Study of Incom
e D
ynam

ics

な
ど
の
外
部
デ
ー
タ
を
用
い
てC

ontrol 
G
roup

の
デ
ー
タ
構
築
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

　
図
３
は
非
実
験
的
手
法
に
よ
る
政
策
評
価

の
概
念
図
で
あ
る
。
Ａ
は
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム

受
講
グ
ル
ー
プ
を
示
し
、
Ｂ
は
非
受
講
グ
ル

ー
プ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
下
付
の
１
は

プ
ロ
グ
ラ
ム
前
を
示
し
、
２
は
後
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
場
合
の
政
策
効
果
は
、
（A

2

‐A1

）
‐
（B

2

‐B
1

）
で
与
え
ら
れ
る
。 

　
無
作
為
抽
出
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は

A1=B
1

が
保
証
さ
れ
る
も
の
の
、
非
実
験
的

手
法
の
場
合
に
はC

ontrol G
roup

の
構
築

に
当
た
り
外
部
デ
ー
タ
を
用
い
て
い
る
た
め
、

A1=B
1

は
必
ず
し
も
保
証
さ
れ
な
い
。
訓
練

を
受
講
し
たTreatm

ent G
roup

と
外
部
デ

ー
タ
を
も
と
に
構
築
し
たC

ontrol G
roup

の
属
性
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
た
め
に
、

訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
と
非
受
講
者
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
受
講
前
の
平
均
賃
金
に
差
が
生
じ

る
こ
と
に
な
る
。
両
グ
ル
ー
プ
の
属
性
の
差

が
も
た
ら
す
政
策
評
価
の
偏
り
を
サ
ン
プ
ル
・

セ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
バ
イ
ア
ス
と
呼
ん
で
い
る

が
、
こ
の
サ
ン
プ
ル
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
バ

イ
ア
ス
を
回
避
す
る
た
め
に
、
高
度
な
計
量

経
済
学
的
手
法
を
用
い
て
政
策
評
価
が
行
わ

れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

 

図1 非科学的手法による政策評価 

図2 最も望ましい政策評価手法 

効果推定値＝Ａ２－Ａ１ 
出所：宮川公男（1994）『政策科学の基礎』東洋経済新報社、 
　　　図10-2をもとに筆者作成 

出所：図1に同じ 

政策の成果 

時間 

プログラム前 プログラム後 

Ａ２ 

Ａ１ 

効果推定値＝Ａ２ 

政策の成果 

時間 

プログラム前 プログラム後 

Ａ１ 

Ａ'１ 

Ａ２ 
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○Ｃ European Communities, 1995-2003

（
３
）
実
験
的
（E

xp
erim

ental

）
手
法 

　
実
験
的
手
法
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
運
営
機
関

が
受
講
希
望
者
を
無
作
為
にTreatm

ent 

G
roup

とC
ontrol G

roup

に
分
類
し
、
政
策

効
果
を
測
定
す
る
手
法
で
あ
る
。
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
参
加
希
望
者
を
無
作
為
に
受
講
グ
ル
ー

プ
（A1

）
な
い
し
非
受
講
グ
ル
ー
プ
（B

1

）

に
振
り
分
け
る
こ
と
で
、
受
講
グ
ル
ー
プ
と

非
受
講
グ
ル
ー
プ
の
属
性
が
等
し
く
な
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
政
策
効
果
は

A2

‐B
2

に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。 

 

実
験
的
手
法
は
一
見
問
題
が
全
く
な
い
政

策
評
価
手
法
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
以
下
の

三
点
が
主
な
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。 

 

①
代
替
バ
イ
ア
ス
、C

ream
ing
 

　
本
来
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
非
受
講
者
は
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
受
講
し
な
い
こ
と
が
建
前
と
な
っ
て

い
る
が
、
外
部
の
代
替
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
、

政
策
効
果
に
偏
り
が
生
じ
る
可

能
性
が
あ
る
（
代
替
バ
イ
ア
ス
）
。

ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
の

受
講
者
の
就
業
率
や
平
均
賃
金

の
増
加
等
に
つ
い
て
達
成
目
標

が
各
運
営
機
関
に
割
り
当
て
ら

れ
て
い
る
場
合
、
運
営
機
関
担

当
者
は
意
図
的
に
再
就
職
し
や

す
い
者
や
高
賃
金
を
得
や
す
い

者
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
と
し

が
ち
で
あ
る
（C

ream
ing

）
。 

 

②
倫
理
上
の
問
題 

　
正
確
な
評
価
制
度
を
確
立
す

る
た
め
と
は
い
え
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
へ
の
参
加
を
希
望
し
て
い
る

者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
権

利
を
奪
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う

意
見
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。 

 

③
多
額
の
コ
ス
ト 

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
に
か
か
る

コ
ス
ト
並
び
に
デ
ー
タ
収
集
者

の
心
理
的
負
担
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
４
）
費
用
便
益
分
析 

　
実
施
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
社
会
的
投
資
に

見
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
手
法

の
ひ
と
つ
に
、
費
用
便
益
分
析
が
あ
る
。
こ

の
手
法
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
に
伴
う
便
益

か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
に
か
か
っ
た
費
用
を

差
し
引
き
、
そ
の
純
社
会
的
便
益
の
大
き
さ

に
よ
っ
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
測
定
す
る

手
法
で
あ
る
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
費
用
便
益
分
析
に
は
大

き
な
欠
点
が
あ
る
。
何
を
便
益
と
し
、
何
を

費
用
と
す
る
か
に
よ
っ
て
推
計
結
果
が
大
き

く
異
な
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

訓
練
政
策
の
評
価
に
当
た
り
費
用
を
算
出
す

る
場
合
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
費
用
な
ど
の

直
接
コ
ス
ト
の
他
に
、
受
講
者
の
間
接
コ
ス

ト
も
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
表
的

な
間
接
コ
ス
ト
の
ひ
と
つ
は
、
受
講
者
の
放

棄
所
得
で
あ
る
。
訓
練
受
講
者
が
も
し
訓
練

を
受
講
せ
ず
に
働
い
て
い
た
場
合
、
何
某
か

の
収
入
を
得
て
い
た
可
能
性
が
高
い
わ
け
で

あ
る
が
、
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
収
入
の
獲
得
機
会
を
放
棄
し
た
こ
と
に

な
る
。
経
済
学
で
は
、
こ
の
得
ら
れ
て
い
た

収
入
の
放
棄
を
コ
ス
ト
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す

る
。
た
だ
、
実
際
に
放
棄
所
得
を
ど
う
見
積

も
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。 

　
同
じ
こ
と
は
便
益
の
測
定
に
つ
い
て
も
い

え
る
。
例
え
ば
、
訓
練
受
講
に
よ
り
訓
練
受

講
者
の
将
来
的
な
雇
用
見
通
し
が
明
る
く
な

り
、
反
社
会
的
な
行
動
が
減
っ
た
り
、
犯
罪

防
止
対
策
費
用
が
節
約
さ
れ
る
こ
と
も
便
益

に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実

際
問
題
と
し
て
こ
う
し
た
便
益
を
算
出
す
る

の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。 

   

２
．欧
米
に
お
け
る 

　
　
　
雇
用
政
策
の
政
策
評
価 

   

上
記
分
析
枠
組
み
に
基
づ
き
、
欧
米
で
実

施
さ
れ
た
主
だ
っ
た
雇
用
政
策
の
政
策
評
価

に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。
な
お
、
以
下
の

政
策
評
価
に
関
し
て
は
数
多
く
の
文
献
に
依

拠
し
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
逐
一
文
献

名
を
記
さ
な
い
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
労
働

政
策
研
究
報
告
書
Ｎ
ｏ
．
３
『
先
進
諸
国
の

雇
用
戦
略
に
関
す
る
研
究
』
を
参
照
さ
れ
た

い
。 

  

（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
訓
練
政
策
の
評
価 

 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
職
業
訓
練
政
策
は
、

訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
対
象
と
な
る
訓

練
受
講
者
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
経
済
的
に

不
利
な
立
場
に
あ
る
者
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中

心
に
据
え
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
労
働
力
投

資
法
（W

orkforce Investm
ent Act

）
の

場
合
に
は
、
上
記
経
済
的
に
不
利
な
立
場
に

あ
る
者
に
加
え
て
、
成
人
全
体
が
訓
練
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。
訓
練
内
容
は
、
訓
練
政

策
に
よ
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
教
室
型
訓
練

（
座
学
）
、
民
間
企
業
で
の
訓
練
委
託
、
公 

図4 実験的手法による政策評価の概念図 

図3 非実験的手法による政策評価の概念図 

出所：図1に同じ 

出所：図1に同じ 

効果推定値＝（Ａ２－Ａ１）－（Ｂ２－Ｂ１） 
Ａ：プログラムありの場合 
Ｂ：プログラムなしの場合 

効果推定値＝Ａ２－Ｂ２ 

Ａ：プログラムありの場合 
Ｂ：プログラムなしの場合 

政策の成果 

時間 

プログラム前 プログラム後 

Ａ ２ 

Ａ １ 

Ｂ １ 
Ｂ ２ 

政策の成果 

時間 

プログラム前 プログラム後 

Ｂ２ Ａ１ 
Ｂ１ 
 

Ａ２ 
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特集―欧州諸国の雇用戦略 

共
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る
短
期
就
業
経
験
、
求

職
支
援
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 
訓
練
政
策
に
お
け
る
政
策
評
価
は
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
受
講
後
の
受
講
者
の
平
均
収
入
が
、

非
受
講
者
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
く
な
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
も

の
が
多
い
。
年
間
収
入
へ
の
影
響
に
つ
い
て

概
観
す
る
と
、
初
期
の
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
る
人
材
開
発
訓
練
法
（M

anpow
er D

e-
velopm

ent and Training Act
）
に
つ
い
て

は
、
全
般
的
に
訓
練
に
よ
り
年
間
収
入
が
高

ま
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
を
示
し
て
い
る
文

献
が
多
い
。
総
合
雇
用
訓
練
法
（Com

prehensive 
Em
ploym

ent and Training Act

）
に
つ
い

て
は
、
年
収
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
文
献

と
効
果
が
な
い
と
い
う
文
献
で
評
価
が
分
か

れ
て
い
る
。
職
業
訓
練
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

法
（Job Training Partnership Act

）
に

つ
い
て
は
、
成
人
の
場
合
年
収
が
高
ま
っ
て

い
る
と
い
う
効
果
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

若
年
に
つ
い
て
は
効
果
が
観
察
さ
れ
て
い
な

い
。 

 

次
に
、
再
就
職
す
る
際
の
就
職
確
率
へ
の

訓
練
の
影
響
に
つ
い
て
み
る
と
、
女
性
や
高

齢
者
、
福
祉
受
給
者
や
都
市
部
居
住
者
に
つ

い
て
プ
ラ
ス
の
影
響
が
観
察
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
女
性
や
高
齢
者
な
ど
の
訓
練
受
給
者
は
、

非
受
給
者
に
比
べ
て
訓
練
後
の
就
職
確
率
が

高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
は
訓
練

受
講
者
に
一
律
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
よ

り
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
女
性
な
ど
社
会

的
弱
者
に
対
し
て
プ
ラ
ス
の
効
果
を
持
つ
場

合
が
多
い
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。 

 

（
２
）
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
評
価 

　
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
評
価
に
つ
い
て
は
、
本

号
の
「
イ
ギ
リ
ス
の
雇
用
政
策
」
の
中
で
別

途
紹
介
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
。
他
の
国
と
比
較
し
た
場
合
、
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
雇
用
政
策
は
か
な
り
成
果
を
上
げ

て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
、
個
別
相
談
員
に

よ
る
若
年
者
向
け
の
求
職
支
援
活
動
の
場
合

に
は
そ
の
成
果
が
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。

日
本
の
厳
し
い
若
年
者
失
業
情
勢
を
考
慮
し

た
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
若
年
者
対
策
は
一
考

に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
（
３
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
策
評
価
　 

 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
策
評
価
に
つ
い
て
は

、

政
策
も
政
策
評
価
の
対
象
も
大
変
バ
ラ
エ
テ

ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
。
政
策
と
し
て
は
職
業

訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
移
動
補
助
金
、
若
年
者

の
失
業
、
求
人
、
雇
用
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
な

ど
広
汎
な
分
野
に
及
ん
で
お
り
、
ま
た
政
策

評
価
の
対
象
も
就
職
率
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講

前
後
の
賃
金
変
化
、
失
業
期
間
な
ど
を
対
象

と
し
て
い
る
。 

　
こ
う
し
た
政
策
評
価
の
中
か
ら
、
主
だ
っ

た
結
果
を
抜
き
出
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
対
象
と
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
如
何
に

関
わ
ら
ず
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講
者
の
再
就
職

率
は
非
受
講
者
に
比
べ
て
統
計
的
に
高
い
と

い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
受
講

前
後
の
賃
金
変
化
に
つ
い
て
は
、
結
果
が
曖

昧
で
あ
る
か
、
推
計
し
た
モ
デ
ル
に
よ
っ
て

結
果
が
異
な
る
場
合
が
多
い
。 

　
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場
合
、
失
業
期

間
が
長
く
な
っ
て
も
失
業
状
態
か
ら
抜
け
出

す
割
合
が
、
失
業
期
間
と
と
も
に
高
ま
る
こ

と
が
観
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
背
後

に
は
同
国
の
手
厚
い
労
働
市
場
政
策
が
関
わ

っ
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。 

（
４
）
そ
の
他
の
国
々 

　
ス
イ
ス
で
は
、
積
極
的
労
働
市
場
政
策
に

含
ま
れ
る
九
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
評
価
を
そ

れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
。
積
極
的
労
働
市
場
政

策
と
は
、
職
業
訓
練
、
職
業
紹
介
等
の
公
共

職
業
サ
ー
ビ
ス
、
雇
用
助
成
等
の
再
就
職
支

援
策
を
い
い
、
失
業
保
険
や
早
期
退
職
促
進

政
策
等
の
仕
事
を
持
た
な
く
と
も
生
活
を
可

能
に
す
る
所
得
保
障
的
措
置
で
あ
る
消
極
的

労
働
市
場
政
策
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

積
極
的
労
働
市
場
政
策
の
ほ
と
ん
ど
の
施
策

が
効
果
な
し
と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
が
、

唯
一
雇
用
賃
金
助
成
の
み
が
再
就
職
率
に
プ

ラ
ス
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
。 

　
オ
ラ
ン
ダ
の
場
合
に
も
長
期
失
業
者
の
た

め
の
助
成
金
政
策
に
つ
い
て
評
価
を
行
っ
て

い
る
。
雇
用
助
成
金
政
策
は
長
期
失
業
者
の

減
少
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
結
果
と
な
っ

て
い
る
。 

 

ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
場
合
、
訓
練
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
を
検
討
し
て
い
る
が
、
訓

練
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
に
よ
り
再
失
業
の
リ
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特集―欧州諸国の雇用戦略 

　我が国では1998年以降、失業率の急上昇、若年失業者や長期失業者の急増といった厳しい雇用・失業情勢に
直面しており、雇用・失業対策が重要性を増してきています。こうしたなか、OECD（経済協力開発機構）と
EU（欧州連合）では90年代に雇用戦略を提起し、雇用失業問題の総合的な分析とそれに基づく政策を打ち出し
てきました。本研究は、OECD及びEUの雇用戦略とそれを受けた各国の雇用政策、さらには政策評価について
調査研究することにより、厳しい雇用・失業情勢に直面するわが国にとっての示唆を得ようとしたものです。 
　規制緩和による市場メカニズムを重視したOECD雇用戦略に対して、EUでは、社会的統合を重視した雇用戦
略を提示し、OECDとは一線を画した雇用戦略を展開しています。これまでのわが国の市場構造や雇用慣行を考
慮すると、EUの雇用戦略が示すような労働市場の柔軟化と雇用保障の重視が、日本にとってより参考になると
報告書は指摘しています。 
 
〈執筆担当者〉　 
伊藤　　実（労働政策研究・研修機構　統括研究員） 
小倉　一哉（労働政策研究・研修機構　副主任研究員）  
濱口桂一郎（東京大学大学院法学政治学研究科附属比較法政国際センター　客員教授） 
小杉　礼子（労働政策研究・研修機構　副統括研究員）　原　ひろみ（労働政策研究・研修機構　研究員） 
奥津　眞里（労働政策研究・研修機構　統括研究員）　　勇上　和史（労働政策研究・研修機構　研究員） 
岩田　克彦（労働政策研究・研修機構　統括研究員）　　弓場　美裕（労働政策研究・研修機構　主任研究員） 
堀　　春彦（労働政策研究・研修機構　副主任研究員） 

新刊報告書のご案内 
労働政策研究報告書No.3 
『先進諸国の雇用戦略に関する研究』 

ス
ク
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
プ
ラ
ス
の
効
果

が
観
察
さ
れ
て
い
る
。 

　
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
若
年
者
が
安
定

的
な
雇
用
を
確
保
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

く
、
職
業
訓
練
の
受
講
な
ど
に
よ
っ
て
は
事

態
が
改
善
し
な
い
と
い
う
悲
観
的
な
政
策
評

価
が
下
さ
れ
て
い
る
。 

　
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
社
会
福
祉
に
依
存
し
て

い
る
生
活
困
窮
者
を
就
労
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
社
会
参
加
を
促
す
政
策
に
関
す
る
評
価
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
大
き
な
効
果
が
あ
る
と

は
言
え
な
い
結
果
と
な
っ
て
い
る
。 

（
５
）
積
極
的
労
働
市
場
政
策
に
関
す
る
評
価 

  

雇
用
政
策
、
労
働
市
場
政
策
と
い
っ
た
時

に
、
そ
の
政
策
の
中
心
と
な
る
の
は
積
極
的

労
働
市
場
政
策
で
あ
る
。
積
極
的
労
働
市
場

政
策
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の

例
を
既
に
引
い
て
い
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
場

合
の
よ
う
に
積
極
的
労
働
市
場
政
策
の
評
価

は
必
ず
し
も
良
好
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。

　
　
以
下
で
は
、
非
科
学
的
手
法
に
よ
る
評

価
も
含
め
て
、
積
極
的
労
働
市
場
政
策
全
般

に
わ
た
る
評
価
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ

と
に
す
る
。 

　
積
極
的
労
働
市
場
政
策
と
い
う
場
合
、
具

体
的
な
政
策
と
し
て
は
以
下
の
七
つ
の
政
策

を
い
う
場
合
が
多
い
。
一
番
目
の
政
策
は
長

期
失
業
者
な
ど
就
職
が
最
も
困
難
と
考
え
ら

れ
る
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
短
期
的
な
仕
事

の
提
供
（
例
え
ば
、
建
設
業
や
健
康
福
祉
業

な
ど
へ
の
仕
事
の
提
供
）
を
行
う
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
り
、
二
番
目
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な

ど
を
含
む
就
職
支
援
政
策
で
あ
る
。
三
番
目

は
長
期
失
業
者
に
対
す
る
訓
練
政
策
で
あ
り
、

四
番
目
の
政
策
は
レ
イ
オ
フ
さ
れ
た
者
へ
の

再
訓
練
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
番
目
の

政
策
は
若
年
者
に
対
す
る
訓
練
政
策
で
あ
る
。

六
番
目
の
政
策
は
起
業
を
促
進
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
り
、
起
業
を
企
図
す
る
者
に
資
金

の
貸
し
付
け
や
相
談
を
行
う
と
い
う
の
が
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
で
あ
る
。
最
後
の
七
番
目

の
政
策
は
賃
金
助
成
金
政
策
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
雇
い
主
が
長
期
失
業
者
や
若
年
者
な
ど

を
雇
用
者
と
し
て
雇
用
し
た
時
に
支
給
さ
れ

る
賃
金
助
成
金
の
場
合
が
多
い
。 

　
以
上
の
積
極
的
労
働
市
場
政
策
の
結
果
に

つ
い
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
効
果
が
あ
る
と

い
え
る
の
は
就
職
支
援
政
策
の
み
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
政
策
に
関
し
て
は
、
政
策
の
効

果
が
曖
昧
で
あ
り
、
特
に
起
業
支
援
策
や
賃

金
助
成
金
の
場
合
、
デ
ッ
ド
ウ
エ
イ
ト
・
ロ

ス
（
例
え
ば
、
助
成
金
が
支
給
さ
れ
な
く
て

も
企
業
が
従
業
員
を
採
用
し
た
場
合
、
助
成

金
支
給
に
よ
る
純
粋
な
雇
用
創
出
効
果
は
期

待
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
雇
用
創
出
効

果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
「
資
源
の
浪
費
」

を
い
う
。
）
や
置
き
換
え
効
果
（
助
成
金
等

を
支
給
さ
れ
た
労
働
者
が
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
雇
わ
れ
て
い
た
労
働
者
に
代
わ
っ
て
企
業

に
雇
わ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
）
が
避
け
ら
れ

ず
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
か
な
り
注
意
を
要

す
る
政
策
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。 
 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

  

堀
　
春
彦
（
ほ
り
　
は
る
ひ
こ
） 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
副
主
任
研
究

員
。
主
な
著
書
・
論
文
に
、
「
男
女
間
賃
金

格
差
の
縮
小
傾
向
と
そ
の
要
因
」（
日
本
労
働

研
究
雑
誌
Ｎ
ｏ
．
４
５
６
）、「
失
業
構
造
の

研
究
」（
日
本
労
働
研
究
機
構
調
査
研
究
報
告

書
Ｎ
ｏ
．
１
４
２
）
な
ど
多
数
。
労
働
経
済

学
専
攻
。 

〈お問い合わせ先〉 
 内容について　　研究調整部研究調整課　03（5991）5103 
 ご購入について　広報部成果普及課　03（5903）6263
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若年・長期失業の背景とは 
―ハローワーク窓口から見る問題の本質― 
　先進諸国と同様にわが国でも、若年者と長期失業者の就職支援が喫緊の課題となっている。総

務省の「労働力調査」によると、平成16年2月の若年層の失業率は、25～34歳層が6.0％、

15～24歳層に至っては10.0％と全体（5.0％）の倍を記録した。一方、失業期間1年以上の完

全失業者は、平成15年10～12月の平均で、112万人と、完全失業者（325万人）の3分の1強

を占めている。比較的再就職しやすい人たちが集まる民間職業紹介機関と違い、来る人を拒まな

いハローワークは、こうした人たちを就職に導くために、様々な工夫を凝らしている。若年者、

長期失業者に特化した相談窓口で、再就職支援に励む担当者に現場の実態を語ってもらい、具体

的な支援として今、なにが求められているかを問う。 

ハローワーク池袋統括職業指導官　中里 博孝 
東京労働局厚生労働事務官　植木 昭子 

（司会）統括研究員　伊藤　実 
座談会 
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対
象
者
を
絞
っ
た 

　
相
談
活
動
を
実
施 

   

伊
藤
　
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
Ｅ
Ｕ
が
行
っ
た
「
雇

用
戦
略
」
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
再
就
職
支
援

に
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
有
効
だ
と
い
う
の

が
共
通
認
識
で
あ
る
が
、
日
本
の
職
業
相
談

が
今
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ど
う
す
れ

ば
若
年
者
や
長
期
失
業
者
の
再
就
職
が
促
進

さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
現
場
の
意
見
を
伺

い
た
い
。
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
の
概
況

か
ら
話
し
て
ほ
し
い
。 

 

中
里
　
ヤ
ン
グ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
し
ぶ
や
・

し
ご
と
館
は
、
厚
生
労
働
省
が
平
成
一
三
年

度
、
全
国
四
カ
所
に
若
者
向
け
の
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
を
つ
く
っ
た
う
ち
の
一
つ
。
対
象
者
は

三
〇
歳
未
満
の
若
者
全
般
で
、
開
所
後
二
年

四
カ
月
ほ
ど
で
述
べ
二
七
万
人
が
利
用
し
た
。

登
録
者
の
実
人
員
は
約
四
万
五
〇
〇
〇
人
。

う
ち
四
八
〇
〇
人
が
就
職
し
た
か
ら
、
就
職

率
は
一
割
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
高

低
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
現
実
問
題

と
し
て
若
年
者
の
就
職
は
、
今
は
中
高
年
よ

り
難
し
い
。
受
け
皿
自
体
が
な
い
し
、
登
録

者
の
か
な
り
の
割
合
が
仕
事
を
探
す
こ
と
を

あ
ま
り
急
い
で
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。 

 

植
木
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
新
宿
で
は
昨
年
一

一
月
か
ら
、
失
業
期
間
が
一
年
を
超
え
る
長

期
失
業
者
の
た
め
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
オ
ー

プ
ン
し
た
。
三
月
二
九
日
時
点
で
約
八
〇
名

が
登
録
し
、
予
約
相
談
を
行
っ
て
い
る
。
登

録
期
間
は
実
質
、
二
カ
月
間
程
度
。
そ
の
間

に
相
談
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
い
、
卒
業

す
る
こ
と
に
な
る
。
登
録
者
の
中
で
終
了
後

に
就
職
で
き
た
人
は
約
二
〇
人
。
こ
の
実
績

を
踏
ま
え
て
、
概
ね
一
年
以
上
と
し
て
き
た

失
業
期
間
の
要
件
を
や
や
緩
和
し
、
相
談
員

の
人
数
も
八
名
に
倍
増
さ
せ
て
四
月
以
降
に

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
だ
。 

   

七
割

が
無
職
、仕
事
に 

　
関
す
る
知
識
も
乏
し
い 

   

伊
藤
　
そ
れ
ぞ
れ
、
来
所
者
に
は
ど
う
い

っ
た
特
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

中
里
　
年
齢
は
二
三
〜
二
五
歳
あ
た
り
が

多
く
、
学
歴
は
短
大
も
含
め
る
と
六
割
以
上

が
大
卒
者
。
大
卒
後
、
あ
ま
り
期
間
を
経
て

い
な
い
人
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
属
性
は
、

七
割
が
無
職
、
二
割
が
フ
リ
ー
タ
ー
、
残
り

の
一
割
が
転
職
組
。
開
所
前
は
年
齢
的
に
は

も
う
少
し
上
で
、
フ
リ
ー
タ
ー
が
多
く
来
る

こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
で
、
無
職
の
人
が

多
い
こ
と
に
驚
い
た
。
親
な
ど
が
経
済
的
援

助
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
仕
事
を
探

す
緊
急
度
と
か
逼
迫
度
の
弱
い
人
が
目
立
つ
。

親
は
、
子
供
に
も
う
少
し
厳
し
く
て
も
い
い

と
思
う
。 

　
最
大
の
特
色
は
、
仕
事
を
知
ら
な
い
人
が

結
構
い
る
こ
と
。
世
の
中
に
ど
ん
な
職
種
が

あ
る
か
知
ら
な
い
し
、
個
別
職
種
の
中
身
を

知
ら
な
い
。
知
っ
て
い
る
の
は
、
テ
レ
ビ
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
見
ら
れ
る
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、

記
者
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
い
っ
た
職
種
と
、

自
分
が
生
活
し
て
い
る
中
で
関
わ
る
コ
ン
ビ

ニ
店
員
な
ど
と
い
っ
た
職
種
に
限
ら
れ
て
い

る
。
職
業
選
択
の
幅
が
非
常
に
狭
ま
っ
て
い

る
。 

 

伊
藤
　
全
体
の
七
割
が
無
職
だ
と
か
、
六

割
以
上
が
大
卒
な
の
に
仕
事
の
こ
と
が
分
か

ら
な
い
な
ど
意
外
な
話
だ
が
、
こ
う
い
っ
た

若
い
人
た
ち
に
や
る
気
や
覇
気
は
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。 

 

中
里
　
仕
事
に
つ
い
て
積
極
性
が
持
て
な

い
人
も
い
る
が
、
大
部
分
は
今
の
社
会
状
況

の
中
で
安
定
し
た
仕
事
に
就
き
た
い
と
の
意

識
を
持
っ
て
来
て
い
る
。
た
だ
、
意
識
は
あ

っ
て
も
、
仕
事
に
就
く
た
め
の
様
々
な
知
識

や
経
験
、
行
動
の
き
っ
か
け
が
な
い
の
で
、

足
り
な
い
部
分
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
ノ
ウ
ハ

ウ
を
つ
け
た
り
、
積
極
性
を
持
た
せ
て
送
り

出
す
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。 

 

ま
た
、
オ
ー
プ
ン
当
初
か
ら
臨
床
心
理
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
お
り
、
延
べ
一

一
〇
〇
人
以
上
が
利
用
し
て
い
る
。
自
分
自

身
、
何
か
思
い
悩
ん
で
い
る
の
だ
が
そ
の
所

在
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
具
体
的
な
行
動
に
移
れ
な
い
人
が
非
常

に
多
い
。
今
の
若
い
人
は
そ
う
い
う
支
援
・

ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
あ
げ
る
と
こ
ろ
が
な
い

と
な
か
な
か
仕
事
ま
で
辿
り
着
か
な
い
。
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
問
題
の
所
在
が
わ
か
れ
ば
、

相
談
者
も
あ
る
程
度
気
持
ち
の
整
理
が
で
き

て
、
次
の
行
動
に
移
っ
て
い
け
る
。
あ
る
程

度
仕
事
の
ほ
う
に
目
が
向
い
て
き
た
ら
、
職

業
相
談
の
ほ
う
に
誘
導
す
る
。
以
前
は
親
や

兄
弟
な
ど
が
や
っ
て
い
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う

が
、
今
は
核
家
族
化
・
少
子
化
が
進
み
、
そ

う
い
う
場
面
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

伊
藤
　
働
く
こ
と
や
仕
事
に
就
く
こ
と
の

意
味
な
ど
に
つ
い
て
は
、
親
兄
弟
を
含
め
た

家
族
と
か
地
域
の
近
隣
の
人
な
ど
と
の
話
し

合
い
の
中
で
身
に
つ
け
て
い
っ
た
が
、
今
は 

長期失業者割合 

資料：1982年までは「労働力調査」「労働力調査特別調査」各年３月、1983-2001年までは「労働力調査」 
　　　「労働力調査特別調査」各年２月、2002年、2003年は「労働力調査詳細結果」１－３月平均。 
注：1983年は長期失業者のデータなし。 
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若者の多くが仕事の内容をよく知らず、職業選択の幅が狭まっている 

植木氏 

そ
れ
が
社
会
化
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。
新
宿
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
に
来
る
長
期
失

業
者
の
特
徴
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

   

「
自
信
満
々
派
」
と 

　
「
自
信
喪
失
派
」
に
二
極
化 

   

植
木
　
ま
ず
属
性
だ
が
、
当
初
は
第
二
新

卒
と
い
わ
れ
る
二
〇
代
前
半
層
、
五
〇
代
ぐ

ら
い
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
三
〇
代
半
ば
か
ら

四
〇
歳
前
半
の
男
性
が
大
勢
を
占
め
る
。
学

歴
は
大
卒
が
圧
倒
的
に
多
く
、
事
務
職
、
理

由
は
不
明
だ
が
経
理
の
仕
事
を
希
望
す
る
人

が
目
立
つ
。
特
徴
は
、
自
分
に
非
は
な
い
の

に
何
故
就
職
が
決
ま
ら
な
い
の
か
と
思
い
込

ん
で
い
る
タ
イ
プ
と
、
自
信
を
失
い
自
己
否

定
し
て
い
る
よ
う
な
人
に
二
極
化
し
て
い
る

こ
と
だ
。 

 

伊
藤
　
そ
の
「
自
信
満
々
派
」
と
「
自
信

喪
失
派
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
聞
き

た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
っ
た
属
性
の
人
に

多
く
見
ら
れ
る
の
か
。 

 

植
木
　
前
者
は
、
学
歴
、
職
歴
な
ど
自
分

の
経
歴
に
揺
る
ぎ
な
い
自
信
を
持
っ
て
い
る

人
。
確
か
に
そ
れ
な
り
の
経
歴
な
の
だ
が
、

こ
ち
ら
側
か
ら
見
る
と
、
経
験
し
て
き
た
職

種
な
り
業
種
が
ば
ら
ば
ら
だ
っ
た
り
、
経
歴

に
統
一
性
が
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
う
い
う

人
は
会
社
に
多
く
を
求
め
る
傾
向
も

あ
る
。
「
な
ぜ
会
社
は
自
分
を
評
価

し
て
く
れ
な
い
の
だ
ろ
う
」
と
か
、

「
会
社
の
中
に
自
分
の
求
め
て
い
る

も
の
が
な
い
」
な
ど
と
理
由
を
つ
け

て
転
職
を
重
ね
て
い
る
。
税
理
士
や

公
認
会
計
士
な
ど
を
目
指
し
、
事
務

所
に
入
っ
て
経
験
を
積
む
段
階
で
辞

め
て
し
ま
う
よ
う
な
人
も
見
受
け
ら

れ
る
。 

 

後
者
は
、
採
用
試
験
で
不
採
用
が
続
い
て

自
信
を
失
っ
た
人
も
い
る
が
、
そ
も
そ
も
の

人
間
関
係
を
築
く
の
が
下
手
だ
と
い
う
人
が

結
構
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
三
、
四
回
相
談

し
た
後
で
「
実
は
…
…
」
と
い
う
話
が
出
て

く
る
。
子
供
の
頃
に
親
か
ら
「
お
ま
え
は
だ

め
だ
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
育
っ
た
な
ど
、
親

と
の
関
係
を
引
き
ず
っ
て
し
ま
う
人
が
多
い
。 

 

伊
藤
　
そ
う
い
う
人
は
、
相
談
回
数
を
重

ね
る
こ
と
で
問
題
が
見
つ
か
る
わ
け
だ
か
ら
、

同
じ
人
が
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
当
た
る
と
い

う
担
当
者
制
で
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
。
と
こ

ろ
で
、
求
職
者
に
、
心
因
性
の
疾
患
に
か
か

っ
て
い
る
よ
う
な
人
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。 
 

植
木
　
う
つ
病
が
一
番
多
い
。
現
状
は
通

院
、
服
薬
程
度
ま
で
治
っ
て
い
る
と
い
う
よ

う
な
人
が
結
構
い
て
、
病
状
の
軽
い
人
も
含

め
れ
ば
求
職
者
の
四
分
の
一
を
占
め
る
。
失

業
を
契
機
に
発
病
し
た
の
で
は
な
く
、
在
職

中
か
ら
職
場
の
ス
ト
レ
ス
な
ど
で
病
気
に
な

っ
て
い
た
人
が
多
い
。
こ
う
し
た
人
は
ほ
ぼ

回
復
し
て
い
る
の
で
、
相
談
時
に
変
に
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い

る
。
新
宿
に
は
生
活
相
談
コ
ー
ナ
ー
も
あ
り
、

心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
週
一
回
来
て
い
る
の

で
、
そ
の
先
生
と
も
相
談
し
つ
つ
面
談
を
進

め
て
い
る
。 

 

中
里
　
担
当
者
制
に
関
し
て
は
、
ヤ
ン
グ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
も
同
じ
だ
。
今
の
若
い
世
代

は
、
同
世
代
同
士
で
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
と
る
が
、
異
世
代
と
の
そ
れ
が

非
常
に
苦
手
だ
っ
た
り
す
る
。
一
度
、
打
ち

解
け
て
し
ま
え
ば
大
丈
夫
な
の
で
、
同
じ
人

と
相
談
で
き
る
よ
う
に
相
談
者
の
指
名
が
可

能
だ
。 

 

伊
藤
　
先
ほ
ど
、
若
年
無
業
者
が
親
な
ど

の
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
る
話
が
で
た
が
、

長
期
失
業
者
は
ど
の
よ
う
に
生
計
を
立
て
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
片
手
間
程
度
の
ア
ル

バ
イ
ト
で
多
少
の
収
入
が
あ
る
人
も
い
る
の

だ
ろ
う
か
。 

 

植
木
　
家
庭
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
貯
金

も
し
く
は
奥
さ
ん
が
働
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が

多
い
。
独
身
者
は
や
は
り
親
と
の
同
居
や
親

の
遺
産
が
あ
る
人
。
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
短
時

間
の
仕
事
は
続
け
て
い
た
と
い
う
人
も
い
る

が
、
そ
れ
も
相
談
時
に
は
辞
め
て
い
る
場
合

が
ほ
と
ん
ど
だ
。
で
き
る
だ
け
長
く
、
自
分

の
や
り
た
い
方
向
の
仕
事
を
し
た
い
人
が
多

い
こ
と
も
あ
り
、
集
中
し
て
求
職
活
動
を
し

よ
う
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。 

 

伊
藤
　
若
年
者
、
長
期
失
業
者
と
も
粘
り

強
い
相
談
活
動
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
重
要

性
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
の
内
容
な
ど
、
求
職
者
へ
の
対
処
方

法
を
詳
し
く
聞
き
た
い
。 

   

職
業
を
知

り
、進
路
へ
の 

　
自
覚
を
持
っ
て
も
ら
う 

   

中
里
　
仕
事
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が

第
一
で
あ
る
。
施
設
内
に
は
書
籍
や
ビ
デ
オ

テ
ー
プ
、
パ
ソ
コ
ン
、
適
性
検
査
、
適
職
探

索
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、
仕
事
に
関
す
る
情
報
ツ

ー
ル
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
ま
ず
は
浅
く
広
く

情
報
収
集
し
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
自
分
に

合
っ
た
職
業
を
具
体
化
し
て
も
ら
う
。 

　
相
談
業
務
を
し
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
行

動
を
起
こ
す
前
に
自
分
の
頭
の
中
だ
け
で
考

え
て
、
実
際
の
行
動
に
移
る
き
っ
か
け
が
持

て
な
か
っ
た
り
、
行
動
を
起
こ
し
て
失
敗
す

る
こ
と
を
恐
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
見
ら
れ
る

こ
と
。
今
は
受
け
皿
自
体
が
少
な
く
、
就
職

活
動
は
あ
る
程
度
競
争
を
強
い
ら
れ
る
。
就

職
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
的
な
も
の
を
教
え
、
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
く
持
て
る
よ
う
に
し
て

背
中
を
押
し
て
あ
げ
る
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が

で
き
る
の
は
そ
こ
ま
で
。
あ
と
は
会
社
へ
の

応
募
や
、
面
接
で
自
己
表
現
を
す
る
こ
と
な

ど
、
自
分
で
や
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
。 

 

伊
藤
　
職
業
情
報
を
提
供
し
て
、
仕
事
が

分
か
っ
て
く
る
と
、
ど
う
い
う
職
業
に
興
味

を
持
つ
人
が
多
い
の
か
。 

 

中
里
　
女
性
で
一
番
多
い
の
は
事
務
的
な

職
業
。
女
性
の
四
割
強
は
事
務
的
な
職
業
を

希
望
す
る
。
あ
と
は
福
祉
関
係
が
目
立
つ
。

一
方
、
男
性
で
一
番
多
い
の
は
専
門
的
・
技

術
的
職
業
と
情
報
処
理
関
係
。
い
わ
ゆ
る
編
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パソコン等を活用して職業情報を収集する 

中里氏 

集
者
、
記
者
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
関
係
や
デ
ザ

イ
ナ
ー
は
男
女
と
も
興
味
を
持
つ
。 

　
こ
う
し
た
傾
向
か
ら
も
、
確
か
な
選
択
と

言
え
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
が
い
る
こ
と
が

分
か
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と

い
う
職
業
に
本
当
に
興
味
を
持
っ
て
入
っ
て

い
く
の
で
あ
れ
ば
、
募
集
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

競
争
も
激
し
い
こ
と
を
き
ち
ん
と
分
か
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
就
職
で
き

た
人
を
み
る
と
、
女
性
は
大
部
分
が
事
務
的

な
職
業
に
就
い
て
い
る
し
、
男
性
も
専
門
的
・

技
術
的
な
職
業
が
多
い
な
ど
、
本
人
た
ち
の

希
望
と
あ
ま
り
離
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
、
何
と
な
く
決
め
て
い
る
人
や
、
方
向
を

変
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
に
は
、
早
く

自
覚
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。 

   

自
己
分
析
を
し

た
う
え
で
の 

　
意
識
改
革
を 

   

植
木
　
新
宿
で
は
ま
ず
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

に
今
ま
で
の
職
歴
や
自
分
の
長
所
、
短
所
、

成
功
例
、
失
敗
例
の
事
例
な
ど
を
記
入
さ
せ

て
、
自
分
が
何
を
や
り
た
い
の
か
、
何
が
で

き
る
の
か
、
何
を
や
っ
て
き
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
明
確
に
さ
せ
る
自
己
分
析
か
ら
始
め

て
い
る
。
タ
イ
ミ
ン
グ
も
あ
る
の
で
一
概
に

は
言
え
な
い
が
、
こ
の
自
己
理
解
が
う
ま
く

で
き
て
い
る
方
が
就
職
活
動
の
結
果
が
出
る

傾
向
に
あ
る
。 

 

自
信
喪
失
派
の
人
は
、
自
己
分
析
を
進
め

る
こ
と
で
「
自
分
に
も
こ
う
い
う
面
が
あ
っ

た
。
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」

と
気
づ
い
て
、
そ
こ
で
か
な
り
自
信
が
復
活

し
て
、
動
け
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
喪
失

派
は
、
内
定
が
出
た
時
点
や
採
用
後
、
ま
た

来
所
し
て
く
る
。
働
き
始
め
て
か
ら
、
不
安

で
体
に
変
調
を
来
す
人
も
か
な
り
い
る
。
長

期
失
業
者
の
相
談
活
動
を
す
る
上
で
、
就
職

決
定
後
の
ケ
ア
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
担
当

者
間
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。 

 

一
方
、
自
信
が
あ
る
人
は
、
自
分
の
中
で

答
え
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ワ
ー
ク
シ

ー
ト
も
「
当
た
り
前
の
こ
と
だ
か
ら
書
き
よ

う
が
な
い
」
な
ど
と
勝
手
に
判
断
し
て
、
自

己
分
析
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
彼
ら
は
、

す
ぐ
「
常
識
だ
か
ら
」
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

自
分
の
常
識
イ
コ
ー
ル
み
ん
な
の
常
識
に
置

き
換
え
て
、
説
明
す
る
努
力
を
放
棄
す
る
。

そ
の
結
果
、
す
べ
て
が
中
途
半
端
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
。
彼
ら
に
は
あ
る
程
度
の
意
識
改

革
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
す
る
た
め
に
結

構
き
つ
い
こ
と
を
言
う
場
合
も
あ
る
。
う
ま

く
い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
来
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
人
も
い
る
。
こ
れ
で
変
わ
ら
な

け
れ
ば
、
正
直
、
数
カ
月
と
い
っ
た
短
期
間

で
の
意
識
改
革
は
無
理
な
話
だ
と
思
う
。 

 

伊
藤
　
若
年
者
、
長
期
失
業
者
と
も
相
談

や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
様
々
な
工
夫
を
凝
ら

し
、
自
立
心
を
持
た
せ
て
就
職
に
結
び
つ
け

よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
求
職

者
の
抱
え
る
問
題
は
ど
う
や
っ
て
解
消
さ
れ

て
い
く
の
か
。
就
職
で
き
た
人
と
そ
う
で
な

い
人
の
分
か
れ
目
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。 

   

高
望

み
は
禁
物
、 

　
企
業
側
は
人
柄
を
重
視 

   

中
里
　
や
は
り
、
き
ち
ん
と
選
職
で
き
て

い
る
こ
と
が
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
。
高
望
み

す
る
ケ
ー
ス
が
か
な
り
あ
っ
て
、
そ
う
い
う

人
は
難
し
い
。
高
望
み
し
て
い
る
と
い
う
自

覚
が
本
人
に
な
い
か
ら
だ
。
時
間
を
か
け
て
、

社
会
や
現
実
を
知
っ
て
も
ら
い
、
徐
々
に
理

解
を
深
め
る
形
を
つ
く
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
作
業
は
時
間
が
か
か
る
。 

　
ま
た
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
成
果
や
評
価
が

就
職
数
で
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
就
職
で
き

た
人
が
辞
め
て
こ
な
い
よ
う
な
就
職
を
さ
せ

る
こ
と
も
大
切
。
そ
の
た
め
に
も
、

か
な
り
の
時
間
が
必
要
と
い
う
の
が

実
感
だ
。 

　
人
柄
も
重
要
。
実
際
に
企
業
の
人

事
の
人
に
話
を
聞
く
と
、
自
社
の
組

織
の
中
で
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
か

ど
う
か
、
あ
る
い
は
発
展
性
を
持
っ

て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
「
や
っ
ぱ
り

人
柄
を
見
て
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
。 

 

伊
藤
　
高
望
み
に
つ
い
て
は
、
相
談
の
中

で
修
正
可
能
だ
と
思
う
が
、
人
柄
で
落
と
さ

れ
る
の
は
心
配
だ
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
人

柄
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。 

 

中
里
　
人
間
性
は
小
さ
い
こ
ろ
に
構
築
さ

れ
る
と
い
う
理
論
も
あ
る
の
で
、
難
し
い
の

か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
「
自
分
は
何
で
就

職
活
動
が
う
ま
く
い
か
な
い
の
か
」
と
い
う

風
に
目
が
向
け
ば
、
徐
々
に
会
社
が
求
め
る

人
間
像
を
話
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
ち
ら
の

本
音
は
、
単
刀
直
入
に
「
も
っ
と
素
直
に
な

れ
」
と
か
「
明
る
く
積
極
的
に
な
れ
」
な
ど

と
言
い
た
い
が
、
そ
れ
は
言
え
な
い
部
分
だ
。

ま
ず
、
実
社
会
を
知
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
中

で
自
分
と
合
わ
な
い
も
の
は
何
か
を
考
え
た

と
き
が
変
わ
る
き
っ
か
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

　
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
養

わ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
短
時
間
の
面
接
で

は
自
分
の
Ｐ
Ｒ
を
う
ま
く
で
き
な
い
。
本
来

い
い
も
の
を
持
っ
て
い
て
や
る
気
に
も
な
っ

て
い
る
の
に
、
そ
こ
で
カ
ッ
ト
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
結
構
あ
る
の
で
、
時
に
は
企
業
の
担
当

者
に
「
こ
の
人
は
ち
ょ
っ
と
口
下
手
だ
け
ど

非
常
に
い
い
人
だ
」
と
口
添
え
す
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
人
に
は
職
業
相
談

で
模
擬
面
接
み
た
い
な
こ
と
も
行
っ
て
い
る
。 

   

本
人

の
意
思
を
尊
重
し
、 

　
相
談
を
進
め
る 

   

伊
藤
　
長
期
失
業
者
は
約
二
〇
人
が
就
職

で
き
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
相
談
活
動
を

経
て
再
就
職
に
た
ど
り
着
く
の
か
。
就
職
で

き
た
人
は
登
録
し
て
か
ら
、
ど
の
程
度
、
応

募
や
面
接
を
し
て
い
る
の
か
。 

 

植
木
　
割
と
早
く
一
、
二
回
で
決
ま
っ
て

し
ま
う
人
も
結
構
い
る
。
一
番
早
い
人
は
相 
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段階的な職業教育が望まれる 

司会・伊藤 

談
中
に
紹
介
可
能
な
と
こ
ろ
ま
で
い
き
、
タ

イ
ミ
ン
グ
よ
く
希
望
条
件
と
合
う
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
紹
介
し
た
ら
決
ま
っ
た
。
こ
の

人
の
経
歴
は
ち
ょ
っ
と
特
殊
で
、
名
古
屋
で

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
ホ
ー
ム
レ
ス
だ
っ
た
。

来
所
前
に
自
分
の
こ
と
を
よ
く
見
つ
め
直
す

時
間
が
あ
っ
て
、
名
古
屋
に
い
た
ら
立
ち
直

れ
な
い
と
考
え
、
友
達
を
振
り
き
っ
て
上
京

す
る
な
ど
弱
い
部
分
を
乗
り
越
え
て
い
た
。

だ
か
ら
、
こ
ち
ら
も
断
酒
会
へ
の
参
加
な
ど

立
ち
入
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
は
避
け
た
。
本
人

の
意
志
を
尊
重
し
つ
つ
、
相
談
を
進
め
た
結

果
、
就
職
に
結
び
つ
い
た
事
例
だ
。 

 

伊
藤
　
失
業
期
間
は
就
職
の
障
害
に
な
ら

な
い
の
か
。
こ
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
は
、
職

業
能
力
が
錆
び
つ
か
な
か
っ
た
の
か
。 

 

植
木
　
こ
の
人
は
お
よ
そ
二
年
半
の
ブ
ラ

ン
ク
が
あ
っ
た
。
体
力
も
落
ち
て
い
た
の
で
、

ま
ず
短
時
間
の
仕
事
か
ら
探
し
始
め
た
。
半

日
ぐ
ら
い
の
仕
事
を
探
し
て
す
ぐ
に
就
職
が

決
ま
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
体
が
慣
れ
た
ら
、

か
け
持
ち
し
て
仕
事
を
増
や
す
よ
う
に
し
て

い
っ
た
。 

 

伊
藤
　
一
方
、
学
校
卒
業
後
、
し
ば
ら
く

何
も
し
て
い
な
い
よ
う
な
若
者
を
企
業
は
ど

う
見
て
い
る
の
か
。 

 

中
里
　
ブ
ラ
ン
ク
時
期
が
長
け
れ
ば
長
い

ほ
ど
、
履
歴
書
や
職
務
経
歴
書
で
当
然
「
何

で
こ
こ
が
空
い
て
い
る
の
」
と
い
う
話
に
な

る
。
間
違
い
な
く
不
利
に
な
る
と
思

う
し
、
企
業
も
そ
う
い
う
風
に
考
え

て
い
る
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
、
企
業
が

人
柄
を
見
て
い
る
と
言
っ
た
が
、
今

は
書
類
選
考
が
多
く
な
っ
た
の
で
、

書
類
で
は
分
か
ら
な
い
。
履
歴
に
ブ

ラ
ン
ク
が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ

だ
け
で
は
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

伊
藤
　
現
場
の
い
ろ
い
ろ
な
様
相

が
随
分
、
分
か
っ
て
き
た
。
今
後
、

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
能
力
の
向
上
や
就
職
率
ア

ッ
プ
な
ど
、
組
織
と
し
て
の
機
能
を
高
め
る

た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
と
感

じ
て
い
る
の
か
。 

   
人

と
接
す
る
場
面
を 

　
少
し
で
も
増
や
し
た
い 

   

中
里
　
利
用
者
数
は
多
い
が
、
職
業
相
談

ま
で
希
望
す
る
人
と
な
る
と
、
実
は
通
常
の

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
職
者
よ
り
も
少
な
い
。

情
報
を
集
め
た
り
、
ツ
ー
ル
を
使
っ
て
は
く

れ
る
が
、
職
業
相
談
ま
で
入
っ
て
こ
な
い
。

情
報
を
自
分
の
頭
の
中
だ
け
で
処
理
し
て
い

て
も
、
発
展
性
は
少
な
い
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

は
プ
ロ
な
の
で
、
少
し
で
も
相
談
し
て
く
れ

れ
ば
、
必
ず
新
た
な
発
見
が
出
て
く
る
。
彼

ら
が
人
と
接
す
る
場
面
を
少
し
で
も
増
や
す

こ
と
が
、
一
番
必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い

る
。 

 

ま
た
、
例
え
ば
「
あ
そ
こ
は
明
る
い
」
と

か
「
親
切
だ
け
ど
あ
ま
り
う
る
さ
く
言
わ
れ

な
い
」
な
ど
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
大
切
に
す

べ
き
だ
と
思
う
。
若
者
は
ど
ん
な
に
便
利
な

立
地
で
も
、
必
要
と
思
わ
な
い
所
に
は
絶
対

に
行
か
な
い
。
若
い
人
が
来
た
と
き
は
、
最

初
か
ら
が
ち
が
ち
や
っ
て
も
だ
め
だ
し
、
か

と
い
っ
て
放
っ
て
お
い
て
も
だ
め
だ
。
利
用

者
の
四
分
の
一
が
友
人
か
ら
の
口
伝
て
で
来

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
う
ま
く
で
き
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る
。

無
論
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
い
か
に
彼

ら
を
引
き
込
ん
で
相
談
に
乗
り
、
引
き
上
げ

て
送
り
出
し
て
あ
げ
る
か
が
重
要
だ
。 

　
あ
と
個
人
的
な
感
想
と
し
て
は
、
今
は
中
・

高
校
あ
た
り
の
職
業
教
育
が
抜
け
落
ち
て
い

て
、
い
ざ
大
学
三
年
生
に
な
っ
て
初
め
て
会

社
を
選
ぶ
と
い
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
仕
事
に
つ
い
て

も
う
少
し
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
段
階
を
踏

ん
だ
職
業
教
育
を
充
実
す
べ
き
だ
。 

   

実
績
を

も
と
に
、 

　
頼
ら
れ
る
相
談
活
動
を 

   

伊
藤
　
長
期
失
業
者
が
じ
わ
じ
わ
増
え
て

き
て
、
今
は
一
〇
〇
万
人
を
超
え
て
き
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
に
、
ど
の
よ
う
に
対
応

し
て
い
く
の
か
。 

 

植
木
　
話
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始

め
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
職
業
紹
介
の
相
談
、

紹
介
状
だ
け
欲
し
い
と
い
う
人
、
先
方
に
連

絡
だ
け
と
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
人
な
ど
失
業

者
の
ニ
ー
ズ
は
様
々
だ
。
今
後
は
窓
口
の
区

別
を
き
ち
ん
と
つ
け
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く
方
向
に
変
わ
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
こ
う
い
う
相

談
コ
ー
ナ
ー
は
座
学
の
理
論
だ
け
で
は
だ
め

な
の
で
、
多
様
な
実
績
を
つ
く
り
、
事
例
を

も
と
に
勉
強
し
て
、
頼
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

頑
張
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。 

 

伊
藤
　
今
日
は
大
変
参
考
に
な
る
情
報
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
仕
事
の
世
界

も
複
雑
に
な
り
、
求
職
者
も
多
様
化
し
て
い

る
の
で
、
現
場
で
の
実
践
能
力
が
ま
す
ま
す

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は

確
か
だ
。 

 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

  

中
里
博
孝
（
な
か
ざ
と
・
ひ
ろ
た
か
） 

 

池
袋
公
共
職
業
安
定
所
統
括
職
業
指
導
官

。

一
九
七
九
年
立
川
公
共
職
業
安
定
所
入
職
。

立
川
公
共
職
業
安
定
所
等
を
経
て
、
二
〇
〇

一
年
一
一
月
、
ヤ
ン
グ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
し
ぶ

や
し
ご
と
館
の
設
立
か
ら
職
業
統
括
指
導
官

と
し
て
若
年
者
の
職
業
相
談
活
動
に
携
わ
る
。

二
〇
〇
四
年
四
月
よ
り
現
職
。 

  

植
木
昭
子
（
う
え
き
・
あ
き
こ
） 

　
東
京
労
働
局
受
給
調
整
事
業
部
厚
生
労
働

事
務
官
。
一
九
九
二
年
三
鷹
公
共
職
業
安
定

所
入
職
。
池
袋
公
共
職
業
安
定
所
早
期
就
職

セ
ン
タ
ー
、
新
宿
公
共
職
業
安
定
所
長
期
失

業
者
予
約
相
談
コ
ー
ナ
ー
等
を
担
当
。
二
〇

〇
四
年
四
月
よ
り
現
職
。 
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欧
型
と
米
型
の
組
み
合
わ
せ
で 

労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら 

 

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
先
ご
ろ
、

都
内
で
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
先
進
諸
国

の
雇
用
戦
略
―
福
祉
重
視
か
ら
就
業
重
視
へ

の
政
策
転
換
―
」
を
開
い
た
。
Ｅ
Ｕ
の
実
態

を
中
心
と
し
た
報
告
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の

雇
用
政
策
に
つ
い
て
専
門
家
に
よ
る
意
見
交

換
が
行
わ
れ
た
。
以
下
は
、
日
本
の
失
業
問

題
に
関
す
る
発
言
を
中
心
に
編
集
部
で
ま
と

め
た
も
の
。 

  

　
長
期
失
業
者
に
は 

　
徹
底
し
た
個
別
対
応
を 

 

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
長
期
失
業
問
題
と
若

年
失
業
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
討
議
が
行
わ

れ
た
。
日
本
の
長
期
失
業
者
は
現
在
、
一
〇

〇
万
人
強
。
中
に
は
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ
た

り
、
自
殺
と
い
う
最
悪
の
選
択
を
す
る
人
も

出
て
き
て
い
る
ほ
ど
深
刻
化
し
て
い
る
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
諏
訪
康
雄
・
法
政
大
学
教

授
は
、
「
こ
れ
一
つ
と
い
う
決
め
手
は
な
い

と
い
う
の
が
世
界
の
結
論
だ
」
と
前
置
き
し

た
う
え
で
、
「
解
雇
あ
る
い
は
失
職
し
た
直

後
に
、
き
め
細
か
な
個
別
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
で
き
る
だ
け
早
く
始
め
れ
ば
、
就
職
ま
で

の
期
間
が
も
の
す
ご
く
早
く
な
る
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
か
ら
長
期
失
業

者
が
生
ま
れ
る
比
率
も
小
さ
く
な
る
」
な
ど

と
発
言
。
失
業
が
長
期
化
す
る
前
段
で
の
予

防
策
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
現
状
へ
の
対
応
策
と
し
て
は
、

「
長
期
失
業
者
に
対
し
、
徹
底
的
な
個
別
対

応
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
強
調
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
窓
口
は
、
再
就
職
の

困
難
な
人
な
ど
に
あ
る
程
度
、
特
化
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
来
所
者
の
絶
対

数
を
減
ら
す
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
し
て
、
自

力
で
再
就
職
が
で
き
る
層
に
対
し
て
は
、
「
求

人
側
も
求
職
側
も
ど
ん
ど
ん
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
登
録
を
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の

マ
ッ
チ
ン
グ
を
し
て
い
く
」
こ
と
を
提
起
し

た
。
失
業
者
が
、
失
業
給
付
等
を
受
け
る
目

的
で
窓
口
に
行
く
よ
う
な
現
行
制
度
も
是
正

す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。 

　
鈴
木
弘
昌
・
早
稲
田
大
学
教
授
は
、
「
長

期
失
業
者
に
安
定
し
た
雇
用
を
提
供
す
る
こ

と
は
難
し
い
。
長
期
失
業
者
が
ど
の
程
度
い

る
の
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
し

た
。
長
期
失
業
者
と
そ
の
周
辺
に
い
る
人
々

を
区
別
し
、
周
辺
部
分
の
人
た
ち
へ
の
雇
用

政
策
を
施
せ
ば
、
長
期
失
業
者
の
増
大
を
あ

る
程
度
、
く
い
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 
  

　
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
と 

　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
連
携
を 

 

一
方
、
若
年
失
業
問
題
に
関
し
て
は
、
ま

ず
小
倉
一
哉
・
当
機
構
副
主
任
研
究
員
が
ド

イ
ツ
の
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
問
題

点
を
説
明
し
た
。
現
在
、
産
業
構
造
の
転
換

が
進
み
、
新
た
な
技
能
が
求
め
ら
れ
て
い
る

中
、
ド
イ
ツ
で
は
、
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
の

企
業
と
公
共
訓
練
学
校
の
教
育
が
、
そ
の
流

れ
に
追
い
つ
け
な
か
っ
た
り
、
時
代
の
変
化

に
対
応
し
き
れ
な
い
な
ど
の
問
題
が
出
て
き

て
い
る
。
ま
た
、
訓
練
生
側
の
基
礎
的
な
教

育
レ
ベ
ル
の
低
下
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
職

業
教
育
段
階
ま
で
進
め
な
い
と
の
課
題
も
抱

え
て
い
る
。
小
倉
副
主
任
研
究
員
は
こ
う
し

た
ド
イ
ツ
の
現
状
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
（
日

本
は
）
ド
イ
ツ
の
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
を
す

べ
て
真
似
れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
か
な

り
注
意
し
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
」

な
ど
と
訴
え
た
。 

　
諏
訪
教
授
は
、
日
本
が
か
つ
て
定
時
制
高

校
・
短
大
で
、
半
日
働
い
て
学
校
に
も
通
う

よ
う
な
養
成
コ
ー
ス
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ

と
に
触
れ
、
進
学
率
の
上
昇
や
企
業
の
利
益

追
求
の
強
ま
り
な
ど
の
中
で
「
こ
う
し
た
座

学
と
体
験
学
習
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
実

現
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
説
明
。
そ
の
上
で
、

多
く
の
国
が
ド
イ
ツ
型
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム

の
導
入
を
試
み
な
が
ら
頓
挫
す
る
中
で
、
米

国
が
ド
イ
ツ
と
と
も
に
若
年
失
業
統
計
で
比

較
的
低
い
数
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
焦
点

を
当
て
た
。 

 

同
氏
に
よ
れ
ば
、
米
国
も
一
時
期
、
ド
イ

ツ
を
真
似
て
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
を
と
り
入

れ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
労
働
市
場
の
パ
タ

ー
ン
や
国
民
性
か
ら
断
念
。
代
わ
り
に
イ
ン

タ
ー
ン
シ
ッ
プ
制
を
導
入
し
た
経
緯
が
あ
る
。

現
在
、
大
学
生
の
多
く
が
サ
マ
ー
ジ
ョ
ブ
な

ど
で
、
一
定
期
間
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を

何
回
か
経
験
し
た
後
に
就
職
す
る
形
が
定
着

し
て
い
る
。
日
本
は
こ
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
を
根
づ
か
せ
よ
う
と
厚
労
省
や
文
科
省
、

経
産
省
な
ど
が
協
力
し
な
が
ら
行
い
つ
つ
、

そ
れ
と
連
携
す
る
形
で
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
な
ど

の
若
者
向
け
の
支
援
策
を
実
施
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
「
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
よ
り
ア
メ
リ
カ
型

で
や
っ
て
き
た
も
の
に
、
も
う
一
度
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
型
を
本
格
的
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
分
析
。
都
立

六
郷
工
科
高
校
が
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
科
を

設
置
し
て
、
一
定
の
時
期
に
二
〜
四
カ
月
の

就
業
体
験
を
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
や
、
東

京
六
大
学
の
学
生
で
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を

経
験
も
し
く
は
や
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う

人
の
比
率
が
近
年
、
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
る

こ
と
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
「
デ
ュ
ア
ル
シ
ス

テ
ム
一
本
や
り
論
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
と
デ
ュ
ア
ル
シ
ス
テ
ム
の
組
み
合
わ

せ
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
の
考
え
を
示

し
た
。 

 

質
疑
で
は
、
参
加
者
か
ら
「
日
本
の
場
合

、

サ
ー
ビ
ス
残
業
や
過
労
死
な
ど
、
個
人
が
自

分
の
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
上

で
障
壁
が
あ
る
。
法
規
制
の
強
化
も
含
め
て

対
応
が
必
要
だ
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。 

　
こ
れ
に
対
し
、
諏
訪
教
授
は
「
行
き
過
ぎ

た
残
業
の
規
制
や
休
日
出
勤
を
な
く
し
て
い

く
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
た
め
の

政
策
的
基
盤
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て

き
て
い
る
」
と
し
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど

が
勤
続
期
間
中
に
失
効
し
て
き
た
年
次
有
給

休
暇
を
、
個
人
が
職
業
能
力
を
高
め
る
た
め

の
学
習
の
機
会
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
述

べ
た
。 

 

鈴
木
教
授
は
、
日
本
で
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ

ン
グ
が
語
ら
れ
る
際
に
、
「
雇
用
を
維
持
・

創
出
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
あ
ま
り
に
も

注
目
さ
れ
る
が
、
一
番
先
に
労
働
時
間
短
縮

が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
雇
用
創
出
が
付
随
す

る
の
が
基
本
だ
」
と
強
調
。
「
労
働
時
間
短

縮
を
通
じ
て
、
働
き
方
を
も
う
一
度
考
え
直

し
、
個
人
の
自
由
に
な
る
時
間
と
い
う
の
を

増
や
す
と
い
っ
た
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
る

は
ず
だ
」
と
訴
え
た
。 

　
　
　
　
　 

（
調
査
部
　
新
井
　
栄
三
） 


